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  都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長  殿 

  中 核 市 市 長  

 

厚生労働省社会・援護局長    

 

 

生活困窮者自立相談支援事業等の実施について 

 

 

 標記については、地方自治体が地域の実情に応じ、生活困窮者や生活保護受

給者などの地域の要援護者に対して自立・就労に向けた様々な支援サービスを

総合的、一体的に提供することにより、その自立を促進するとともに、生活保

護制度の適正実施を推進することができるよう、別紙のとおり「生活困窮者自

立相談支援事業等実施要綱」を定め、平成 27 年 4 月 1 日から適用することと

したので通知する。 

なお、本通知の施行に伴い、「セーフティネット支援対策等事業の実施につ

いて」（平成 17 年 3 月 31 日社援発第 0331021 号本職通知）は廃止するものと

し、同通知に基づき、平成 26 年度以前に実施された事業の取扱いについては、

なお従前の例によるものとする。  
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（別紙） 

 

生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱  

 

１ 目的 

  地方自治体等が地域の実情に応じて、生活困窮者や生活保護受給者などの

地域の要援護者に対して自立・就労に向けた様々な支援サービスを総合的、

一体的に提供することによりその自立を促進するとともに、生活保護制度の

適正実施を推進することを目的とする。  

 

２ 実施主体 

  本事業の実施主体は、都道府県、指定都市、中核市、市区町村等、各事業

の実施要領による。  

 

３ 事業の種類 

  実施主体は、地域の実情に応じて、次に掲げる事業を実施するものとする。  

 

（１）生活困窮者自立相談支援事業  

 生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困窮者及び生活

困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言

をし、並びに関係機関との連絡調整を行うとともに、さまざまな支援を包

括的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る事業。 

 

（２）被保護者就労支援事業  

生活保護法第 55 条の７の規定に基づき、被保護者の就労の支援に関す

る問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

を行うことにより、被保護者の自立の促進を図る事業。  

 

（３）被保護者健康管理支援事業  

生活保護法第 55 条の８の規定に基づき、被保護者に対する必要な情報

の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び

増進を図る事業。 

 

（４）生活困窮者就労準備支援等事業  

ア 就労準備支援事業 

就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対して、一般就労に向

けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、計画的かつ一貫して実

施する事業。 

イ 被保護者就労準備支援等事業  

就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など就労に向

けた課題をより多く抱える被保護者に対し、就労支援にあわせて、就労

意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を計
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画的かつ一貫して行う事業、居住不安定者や無料低額宿泊所等の入居者

について居宅生活移行を支援する事業、被保護者に対する家計改善支援

を実施する事業、所内研修の実施や国が認める各種研修会への参加等に

より生活保護関係職員の資質向上を図る事業及び個別支援プログラムを

整備し実施する事業（被保護者就労支援事業、被保護者就労準備支援事

業（一般事業、生活困窮者等の就農訓練事業及び福祉専門職との連携支

援事業、被保護者就労準備支援推進員の配置、地域におけるアウトリー

チ支援等推進事業）、被保護者家計改善支援事業及び社会的な居場所づく

り支援事業を除く）。  

ウ 一時生活支援事業 

（ア）一時生活支援事業   

一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間内に限り、

宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むのに必

要となる物資の貸与又は提供により、安定した生活を営めるよう支

援を行う事業。 

  （イ）一時生活支援事業のうち地域居住支援事業  

シェルター等を利用していた者及び地域社会から孤立した状態に

ある者等に対し、一定期間内に限り、訪問による必要な情報の提供及

び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜

を供与する事業。 

なお、本事業は、令和５年９月 30 日までの間、実施できるものと

する。 

  エ 地域居住支援事業 

    現在の住居を失うおそれのある者であって、地域社会から孤立してい

る者等に対し、一定の期間内に限り、入居支援や訪問による必要な情報

の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、

生活困窮者自立相談支援事業を行う者やその他の関係者との連絡調整

など日常生活を営むのに必要な支援を行う事業。  

    なお、本事業は、令和５年 10 月１日以降実施できるものとする。 

 

オ 家計改善支援事業 

家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者

からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして家計の改

善に向けた意欲を引き出した上で、家計の視点から必要な情報提供や専

門的な助言・指導等を行う事業。  

カ 生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業 

貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の

子ども及び保護者を対象として、学習支援、生活習慣・育成環境の改善、

進路選択等に関する支援等を行う事業。 

  キ 都道府県による市町村支援事業  

都道府県が市町村に必要な助言、情報提供その他の援助を行い、生活

困窮者自立支援制度の円滑な実施を推進する事業。 
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ク 福祉事務所未設置町村による相談事業  

福祉事務所を設置していない町村において、一次的な相談支援として、

生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言、都道府県との連絡調整等を行う事業。 

  ケ アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業  

生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関におけるアウトリーチ等

の充実を行い、社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方への支

援を強化する事業。  

  コ 就労準備支援事業等実施体制整備モデル事業  

市同士の連携や都道府県の関与による就労準備支援事業等の広域実施

について、実施自治体の取組例を参考とし、こうした取組をモデル的に

実施することで、任意事業の実施を推進する事業。  

  サ 就労体験・就労訓練先の開拓・マッチング事業  

就労に向け支援が必要な生活困窮者に対し、就労体験・就労訓練先を

開拓し、対象者の状態像に応じた業務の切り出しの提案やマッチングか

ら就労体験・就労訓練中の支援対象者及び受入企業双方に対するフォロ

ーアップ支援までを一貫して行う取組みをモデル的に実施する事業。 

  シ 一時生活支援事業の共同実施支援事業 

一時生活支援事業を共同で実施するために必要な調整その他共同実  

施の立ち上げに必要な支援を行い、一時生活支援事業の円滑な共同実施

を推進する事業。 

ス その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業  

（ア）生活困窮者自立支援法第７条第２項第３号に基づく事業  

（イ）生活福祉資金貸付事業貸付事務運営費補助事業  

「生活福祉資金の貸付けについて」（平成 21 年７月 28 日厚生労働

省発社援 0728 第９号厚生労働事務次官通知）に基づき、都道府県社会

福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付事業の貸付事務の運営費に

対し都道府県が補助する事業。  

（ウ）ひきこもり支援を推進するための体制を整備し、ひきこもり状態に

ある本人や家族等を支援することにより、ひきこもり状態にある本人

の社会参加を促進し、本人及び家族等の福祉の増進を図る事業。  

（エ）日常生活自立支援事業  

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分

な者が地域において自立した生活が送れるようにするため、福祉サー

ビスの利用援助事業、当該事業に従事する者の資質の向上を図るため

の事業並びに当該事業に関する普及及び啓発を行う事業。  

（オ）生活困窮者支援等のための地域づくり事業 

地域におけるつながりの中で、住民が持つ多様なニーズや生活課題

に柔軟に対応できるよう、地域住民のニーズ・生活課題の把握、住民

主体の活動支援・情報発信、地域コミュニティを形成する居場所づく

り、多様な担い手が連携する仕組みづくりを行うことを通じて、身近

な地域における共助の取組を活性化させ、地域福祉の推進を図る事業。 



5 

 

  （カ）民生委員・児童委員研修事業  

民生委員・児童委員に対し、生活困窮者を始め、地域の要援護者へ

の訪問や見守り、相談、専門機関との連携等の活動を推進する上で必

要不可欠な知識及び技能を修得させる事業。  

  （キ）被災者見守り・相談支援等事業  

災害救助法に基づく応急仮設住宅に入居した被災者は、被災前とは

大きく異なった環境に置かれることとなる。このような被災者が、そ

れぞれの環境の中で安心した日常生活を営むことができるよう、応急

仮設住宅の供与期間中、孤立防止等のための見守り支援や、日常生活

上の相談を行うとともに、被災者を関係支援機関へつなぐ等の支援を

行う事業。 

  セ 居住生活支援加速化事業  

    現在の住居を失うおそれのある者であって、地域社会から孤立してい

る者等に対し、一定の期間内に限り、入居支援や訪問による必要な情報

の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、

生活困窮者自立相談支援事業を行う者やその他の関係者との連絡調整な

ど日常生活を営むのに必要な支援を行う事業。  

（５）地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築支援事業 

ア 重層的支援体制整備事業への移行準備事業  

市町村が対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域

づくりに向けた支援を一体的に実施することにより、地域住民の複雑

化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備する重

層的支援体制整備事業（社会福祉法第 106 条の４第２項に定める事

業）の実施に向けた準備を行う事業。  

イ 重層的支援体制構築に向けた都道府県後方支援事業  

都道府県が、市町村において重層的支援体制整備事業や地域生活課

題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円

滑に行われることを支援する事業。  

 

（６）生活保護適正化等事業 

ア 生活保護適正実施推進事業  

生活保護制度の適正な運営を確保するため、以下の事業を実施するこ

とで、適正化の取組を推進する。  

（ア）生活保護法施行事務監査等事業等  

a  生活保護法施行事務監査等事業  

都道府県又は指定都市が実施する生活保護法施行事務監査並びに

都道府県、指定都市又は中核市が実施する保護施設に対する指導監

査、指定医療機関・指定介護機関に対する指導・検査及び精神科嘱

託医等を設置する事業。  

b 生活保護特別指導監査事業  

都道府県又は指定都市が実施する一般指導監査、特別指導及び確認

監査の実施を通じて保護の適正実施と実施水準の一層の向上を図る。 
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（イ）医療扶助適正化等事業  

医療扶助及び介護扶助の適正な運営を確保するため、医療扶助相

談・指導員を配置すること等により、以下に掲げる取組を総合的に

実施し、医療扶助費等の適正化及び生活保護受給者の自立支援の取

組を推進する。 

     a  レセプトを活用した医療扶助適正化事業  

      b  子どもとその養育者への健康生活支援モデル事業  

c お薬手帳を活用した重複処方の適正化モデル事業  

d 医療扶助の適正実施の更なる推進  

     (a)  後発医薬品の使用促進 

     (b) 適正受診指導等の強化 

(c) 多剤投与の適正化に向けた支援等の強化  

(d)  医療費情報・服薬情報の通知  

     (e)  精神障害者等の退院促進 

e  居宅介護支援計画点検等の充実  

      f  その他の医療扶助適正化等の推進  

（ウ）認定等適正実施事業  

a  収入資産状況把握等充実事業  

収入申告書徴取の徹底や関係先調査の実施等によって収入資産状

況を的確に把握することにより、不正受給の防止を図る。  

b  扶養義務調査充実事業  

扶養義務者に対し扶養能力調査を定期又は随時に実施すること等

により、扶養義務の履行の促進を図る。  

c  体制整備強化事業 

面接相談業務の一部について、専門的知識を有する者を専任で雇

用すること等により、要保護者に対するきめ細やかな対応及び生活

保護の適正実施を推進するなど実施体制の整備強化を図る。  

d  都道府県等による生活保護業務支援事業  

都道府県等が管内福祉事務所に対して、広域的な立場から、生活

保護関係職員に対する巡回指導や、人材育成等の取組を実施するこ

とにより、福祉事務所の実施水準及び質の向上を図る。  

e  警察との連携協力体制強化事業  

暴力団員等に対する生活保護の取扱いをさらに徹底するとともに、

その実行を期すため、警察との連携体制の構築等により、行政対象

暴力による不正受給の防止を図る。  

f  業務効率化事業 

ＩＴの活用等、業務の効率化に特に必要と認められるものにつ  

いて、その費用の一部を支援する。  

（エ）生活保護業務デジタル化による効率化手法開発・検証事業  

「生活保護業務デジタル化による効率化手法開発・検証事業の実施

について」（令和３年３月 10 日社援発 0310 第４号厚生労働省社会・援

護局長通知）に基づき、生活保護業務のデジタル化を進めることによ
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り、業務負担の軽減を図る方策を検討し、業務効率化の取組の推進を

図る。 

（オ）その他適正化事業  

上記（ア）から（エ）までの事業以外で生活保護行政の適正実施に

資する事業（生活保護の自立支援にかかる業務を除く）。  

イ 自立支援プログラム策定実施推進事業  

地方自治体における自立支援プログラムの策定・実施を推進するため、

生活保護受給者等の自立を支援するための社会的な居場所づくりを支援

する事業。 

ウ 地域福祉増進事業 

地域社会の支えを必要とする要援護者の自立・就労を支援するため、

福祉サービスの苦情解決、低所得世帯等を対象とした資金の貸付け、福

祉人材の養成・確保、さらに住民が相互に支え合う地域づくりの支援等

により、地域社会におけるセーフティネット機能を整備する事業。  

（ア）福祉人材確保事業  

社会福祉事業従事者の確保を促進するため、各都道府県に設置され

た福祉人材センター等の事業の推進を図るとともに、介護福祉士等指

定養成施設に在学する学生に対する修学資金等を貸し付ける事業。  

a 福祉人材確保推進事業  

質の高い福祉人材を確保するため、社会福祉事業従事者等及び社

会福祉事業等に従事しようとする者の就業の援助、研修の企画及び

実施、社会福祉事業等経営者に対する相談等を行う事業。  

b 介護福祉士修学資金等貸付事業  

「介護福祉士修学資金等の貸付けについて」（平成 30 年２月１日

厚生労働省発社援 0201 第２号厚生労働事務次官通知）に基づき、都

道府県が介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対

する修学資金等の貸付けを行う事業及び都道府県が適当と認める団

体が実施する介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生

に対する修学資金等の貸付原資等に対し都道府県が補助する事業。 

（イ）社会福祉法人指導監督事業  

適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るため、都

道府県又は市が社会福祉法第 56 条第１項の規定に基づき実施する指

導監査。 

（ウ）障害者施設等の外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業  

経済連携協定等に基づき入国する外国人介護福祉士候補者が円滑に

就労・研修できるように、受入施設における日本語学習及び介護分野

の専門学習の支援を行う事業。  

  （エ）災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業 

災害時において高齢者・障害者等支援が必要な方々に対し緊急的に

対応を行えるよう、行政と民間が一体となって、都道府県内の災害福

祉支援体制の検討・構築や災害福祉支援チームの組成、平時からの訓

練等を実施する事業。 
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  （オ）災害ボランティアセンター等機能強化事業 

都道府県社会福祉協議会に市町村支援員を配置する等により、平時

から、市町村社会福祉協議会への災害ボランティアセンターの設置運

営に係る研修等を行うとともに、市町村社会福祉協議会において、必

要に応じ市町村支援員等の指導・協力を得ながら、災害ボランティア

センターの設置運営の実地訓練等を行う。  

（カ－１）生活福祉資金貸付事業及び臨時特例つなぎ資金貸付事業  

「生活福祉資金の貸付けについて」（平成 21 年 7 月 28 日厚生労働

省発社援 0728 第 9 号厚生労働事務次官通知）及び「臨時特例つなぎ資

金の貸付けについて」（平成 21 年 7 月 28 日厚生労働省発社援 0728 第

10 号厚生労働事務次官通知）に基づき、都道府県社会福祉協議会が実

施する生活福祉資金貸付事業及び臨時特例つなぎ資金貸付事業の貸

付原資に対し都道府県又は指定都市が補助する事業。  

（カ－２）「生活福祉資金貸付制度における「生活福祉資金貸付制度におけ

る緊急小口資金等の特例貸付の実施について」（令和２年３月１１日

社援発 0311 第８号厚生労働省社会・援護局長通知）に基づき、都道府

県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付事業の貸付原資等に

対し都道府県が補助する事業。  

  （キ）運営適正化委員会設置運営事業 

福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保及び福祉サービスに

関する苦情の解決を行うため、都道府県社協において運営適正化委員

会を運営する事業。  

（ク）地域生活定着促進事業  

高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等の

社会復帰と地域への定着をより促進する事業。各都道府県に設置され

ている「地域生活定着支援センター」が、刑事司法関係機関等と連携・

協働し、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後ま

で一貫した相談支援を実施することにより、地域への定着を図る。  

  （ケ）地域生活定着支援センターICT 化支援事業 

     （ケ）の事業に係り、地域生活定着支援センターにおける ICT 機器

の導入等による業務効率化に向けた取組を支援することにより、新た

な支援ニーズへの対応及び支援の質の向上、センターの効率的かつ持

続的な運営の確保に資することを目的とする事業。  

  （コ）成年後見制度利用促進体制整備推進事業  

第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づき、全国どの地域にお

いても成年後見制度の利用を必要とする人が尊厳のある本人らしい

生活を継続できる地域体制を整備するため、中核機関の整備など権利

擁護支援の地域連携ネットワークづくりを推進する事業。 

（サ）互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業  

多様化及び増大する見込みである権利擁護支援ニーズに対応するた

め、地域や福祉、行政、司法など地域連携ネットワークの多様な主体

による権利擁護支援の機能を強化する事業。  
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（シ）持続可能な権利擁護支援モデル事業  

成年後見制度以外の権利擁護支援策の検討を進めるため、多様な主

体の参画による権利擁護支援に係る連携・協力体制づくりをモデル的

に実施する事業。 

エ 中国残留邦人等地域生活支援事業  

中国残留邦人等の自立を支援するため、地域における支援ネットワー

クの構築、日本語学習者への支援、通訳の派遣等を行うことにより、地

域の一員として普通の暮らしを送れるよう支援する事業。  

（ア）地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業  

地域における多様なネットワークを活用し、中国残留邦人等が地域

の日本語教室や交流事業等に気軽に参加できる仕組みをつくり、社会

的自立を促す事業。  

（イ）身近な地域での日本語教育支援事業  

中国残留邦人等が身近な地域で日本語を学べる場を提供し、それぞ

れの状況に応じた支援を行う事業。  

（ウ）自立支援通訳等派遣事業  

中国残留邦人等が長期にわたり海外に居住することを余儀なくさ

れたため、言葉や生活習慣等の相違から定着先の地域社会において

様々な困難に遭遇している現状を踏まえ、日常生活上の相談、公共機

関等のサービス利用時の通訳、就労のための相談及び定着当初におけ

る健康相談等の援助を行うことにより、地域において安心した生活が

送れるよう支援する事業。  

（エ）中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業  

中国残留邦人等の個々のニーズを踏まえつつ、支援・相談員、自立

指導員及び市区町村等プログラム担当者が連携して、「地域生活支援

プログラム」を策定し、日本語学習、就労・生活等の支援を行う事業。  

（オ）支援給付及び配偶者支援金適正実施推進事業  

支援給付及び配偶者支援金の適正な運営を確保するため、診療報酬

明細書の点検強化等による医療支援給付の適正化、居宅介護支援計画

点検等強化による介護支援給付の適正化、収入資産調査の充実強化等

による認定事務の適正化の取組を推進する事業。  

オ 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業 

「「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」の実施につい

て」（平成 30 年３月 28 日社援発 0328 第５号厚生労働省社会・援護局

長通知）に基づき、複数の小規模法人の参画する法人間連携プラット

フォームを構築し、協働事業の試行、これらの事業に必要な合同研修

や人事交流等の取組等を推進する事業。 

 

４ 事業の実施 

各事業の実施は次によること。ただし、「生活福祉資金貸付事業」、「臨時特

例つなぎ資金貸付事業」、「介護福祉士修学資金等貸付事業」、「社会福祉推進

事業」、「寄り添い型相談支援事業」、「小規模法人のネットワーク化による協
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働推進事業」を除く。  

 

（１）自立相談支援事業実施要領（別添１）  

 

（２）被保護者就労支援事業実施要領（別添２）  

 

（３）被保護者健康管理支援事業実施要領（別添３）  

 

（４）生活困窮者就労準備支援等事業  

ア 就労準備支援事業実施要領（別添４） 

イ 被保護者就労準備支援等事業実施要領（別添５） 

ウ 一時生活支援事業実施要領（別添６） 

エ 地域居住支援事業実施要領（別添７）  

オ 家計改善支援事業実施要領（別添８） 

カ 生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業実施要領 

（別添９） 

キ 都道府県による市町村支援事業実施要領（別添 10） 

ク 福祉事務所未設置町村による相談事業実施要領（別添 11） 

ケ アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業実施要領 

（別添 12） 

コ 就労準備支援事業実施体制整備モデル事業実施要領（別添 13） 

サ 就労体験・就労訓練先の開拓・マッチング事業実施要領（別添 14） 

シ 一時生活支援事業の共同実施支援事業実施要領（別添 15） 

ス その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業  

（ア）生活困窮者自立支援法第７条第２項第３号に基づく事業実施要領  

（別添 16）        

  （イ）ひきこもり支援推進事業実施要領（別添 17） 

  （ウ）日常生活自立支援事業実施要領（別添 18） 

（エ）生活困窮者支援等のための地域づくり事業実施要領（別添 19） 

  （オ）民生委員・児童委員研修事業実施要領（別添 20） 

（カ）被災者見守り・相談支援等事業実施要領（別添 21） 

  ス 居住生活支援加速化事業（別添 22）  

（５）地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築支援事業実施要領 

ア 重層的支援体制整備事業への移行準備事業（別添 23） 

イ 重層的支援体制構築に向けた都道府県後方支援事業（別添 24） 

 

（６）生活保護適正化等事業  

  ア 生活保護適正実施推進事業実施要領（別添 25） 

  イ 自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領（別添 26） 

  ウ 地域福祉増進事業 

（ア）福祉人材確保推進事業実施要領（別添 27） 

（イ）社会福祉法人指導監督事業実施要領（別添 28） 
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  （ウ）障害者施設等の外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業実施

要領（別添 29） 

  （エ）災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業実施要領（別添 30） 

  （オ）災害ボランティアセンター等機能強化事業実施要領 

（別添 31） 

  （カ）運営適正化委員会設置運営事業実施要領（別添 32） 

  （キ）地域生活定着促進事業実施要領（別添 33） 

  （ク）地域生活定着支援センターICT 化支援事業実施要領（別添 34） 

  （ケ）成年後見制度利用促進体制整備推進事業実施要領（別添 35） 

（コ）互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業  

（別添 36） 

（サ）持続可能な権利擁護支援モデル事業（別添 37） 

エ 中国残留邦人等地域生活支援事業  

  （ア）地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業実施要領  

（別添 38） 

  （イ）身近な地域での日本語教育支援事業実施要領（別添 39） 

  （ウ）自立支援通訳等派遣事業実施要領（別添 40） 

  （エ）中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要領  

（別添 41） 

  （オ）支援給付及び配偶者支援金適正実施推進事業実施要領（別添 42） 

 

５ 国の補助 

  国は、本事業に要する経費について、別に定める交付基準に従い、予算の

範囲内で補助するものとする。  

 

６ 事業の遂行状況の報告  

  国は、本事業の遂行状況について、別に定めるところにより、必要に応じ

て報告を求めることとする。  
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（別添１） 

 

自立相談支援事業実施要領  

 

１ 目的 

本事業は、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮者及

び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報提供及び

助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行うとともに、生活困窮者に対す

る支援の種類及び内容等を記載した計画の作成、生活困窮者に対する認定生

活困窮者就労訓練事業の利用のあっせん等さまざまな支援を包括的かつ計画

的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。  

 

２ 実施主体 

実施主体は、都道府県、市（特別区を含む。）及び福祉事務所を設置する町

村（以下「都道府県等」という。）とする。ただし、事業を適切、公正、中立

かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法

人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他の都道府県等が適当と認め

る民間団体に、都道府県等が直接行うこととされている事務を除き、事業の

全部又は一部を委託することができる。  

 

３ 事業内容 

本事業における目標は、生活困窮者の自立と尊厳の確保及び、生活困窮者

支援を通じた地域づくりであり、以下の取組を実施することとする。  

 

（１）取組内容 

ア 包括的かつ継続的な相談支援  

生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える多

様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本

人の意思を十分に確認（以下「アセスメント」という。）した上で、支援

の種類及び内容等を記載した自立支援計画（以下「プラン」という。）を

策定する。 

また、プランに基づくさまざまな支援が始まった後も、それらの効果

を適切に評価・確認しながら、本人の状況に応じた適切な就労支援も含

め、本人の自立までを包括的・継続的に支えていく。  

イ 生活困窮者支援を通じた地域づくり  

生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関・関係者のネッ

トワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の

社会参加や就労の場を広げていく。さらに、生活困窮者の支援にあたっ

ては、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足し

ている場合は、新たに開発することに努める。  

 

（２）配置職員 
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都道府県等が直営又は委託により自立相談支援事業を実施する機関（以

下「自立相談支援機関」という。）には、主任相談支援員、相談支援員及び

就労支援員（以下「主任相談支援員等」という。）を配置することを基本と

する。また、主任相談支援員等は、原則として、当分の間、厚生労働省が

実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。（ただし、当分の間

は、この限りでない。）  

それぞれの職種における主な役割は以下のとおりであるが、都道府県等

の人口規模、人員等の状況により、相談支援員が就労支援員を兼務するな

ど、地域の実情に応じた柔軟な対応を行うことも可能とする。  

なお、自立相談支援事業と一時生活支援事業を一体的に実施する場合に

おいては、一時生活支援業の利用者に対する相談支援を行う相談支援員等

を配置することができる。  

ア 主任相談支援員 

自立相談支援機関における相談業務全般のマネジメント、他の支援員

の指導・育成、支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行うとと

もに、社会資源の開拓・連携等を行う。  

イ 相談支援員 

生活困窮者へのアセスメント、プランの作成を行い、様々な社会資源

を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、

相談記録の管理や訪問支援などのアウトリーチ等を行う。  

ウ 就労支援員 

生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所や協力企

業を始め、就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、その状

況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援を行う。  

 

４ 包括的かつ継続的な相談支援  

生活困窮者に対する包括的かつ継続的な相談支援は、以下の手順で実施す

る。 

なお、福祉事務所設置自治体において、自立相談支援事業と就労準備支援

事業及び家計改善支援事業（以下この別添１において「両事業」という。）

を一体的に実施する場合には、プランの協議又はプランに基づく支援の進捗

状況の確認の際に両事業に従事する者が参画することや、両事業に従事する

者に対して支援の実施状況や支援対象となっている生活困窮者の状態に関す

る情報を共有することなどにより、両事業との緊密な連携を図る体制を確保

するものとする。 

 

（１）生活困窮者の把握・相談受付  

ア 生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を設置

し、来所による相談を受け付ける。  

また、生活困窮者の中には自ら相談に訪れることが困難な者もいるこ

とから、自立相談支援機関は待ちの姿勢ではなく、訪問支援などアウト

リーチを含めた対応に努める。この場合、地域における関係機関とのネ
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ットワークの強化を図り生活困窮者の早期把握に努め、必要に応じて訪

問や声かけなどを行う。  

イ 相談受付時に、相談者の主訴を丁寧に聞き取った上で、他制度や他機

関へつなぐことが適当かを判断（振り分け）する。  

ウ 相談者への他制度等の紹介のみで対応が可能な場合や、明らかに他制

度や他機関での対応が適当であると判断される場合は、情報提供や他機

関へつなぐことにより対応する。その際、相談者が要保護となるおそれ

が高いと判断される場合には、生活保護制度に関する情報提供、助言等

の措置を講ずる。 

エ 相談内容から、自立相談支援機関による支援が必要であると判断さ

れる場合は、本人から、本事業による支援プロセスに関する利用申込

を受けて、その同意を得るとともに、丁寧なアセスメントを行う。ア

セスメントにより、本人に関する様々な情報を把握・分析した後、自

立相談支援機関が継続してプランの策定等の支援を行うか、又は、他

制度や他機関へつなぐことが適当かを改めて判断（スクリーニング）

する。 

なお、生活保護制度へつなぐことが適切と判断される場合は、確実に

福祉事務所につなげるものとする。その際、継続的な支援が行われるよ

う、福祉事務所との円滑な引き継ぎが行われるよう留意する。  

また、他制度や他機関へのつなぎが適当と判断された者には、本人の

状況に応じて適切に他の相談窓口等へとつなぐとともに、必要に応じて

つなぎ先の機関へ本人の状況について確認するなど、適宜フォローアッ

プに努めるものとする。  

なお、本人に関する個人情報を関係機関と共有するためには、本人の

同意が必要であることに留意すること。また、いわゆる相談のたらい回

しとならないよう関係機関と連携することが重要である。  

 

（２）アセスメント・プラン策定  

ア スクリーニングの結果、自立相談支援機関による継続的な支援が妥当

と判断された者については、本人へのアセスメント結果を踏まえ、本人

の自立を促進するための支援方針、支援内容、本人の達成目標等を盛り

込んだプランを策定する。  

なお、プランは本人と自立相談支援機関とが協働しながら策定するも

のであることから、プランの策定に当たっては、本人の意思を十分に尊

重するものとする。  

イ プラン策定前においても、必要に応じて、緊急的な支援（住居確保

給付金の支給、一時生活支援事業の利用等）や、自立相談支援機関の

就労支援員による就労支援その他の地域における様々な社会資源を活

用した各種支援が受けられるよう、必要な調整を行うものとする。  

ウ プランの内容は、自立相談支援機関が自ら実施する支援に加えて、

次の（ア）から（キ）までに掲げる法に基づく支援、（ク）から（コ）

までに掲げる他の公的事業又はインフォーマルな支援など、本人の自
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立を促進するために必要と考えられる支援を盛り込むものとする。  

（ア）住居確保給付金の支給 

（イ）就労準備支援事業  

（ウ）一時生活支援事業  

  （エ）家計改善支援事業 

（オ）認定就労訓練事業  

（カ）子どもの学習・生活支援事業 

（キ）（ア）から（カ）までのほか、生活困窮者の自立の促進を図るため

に必要な事業 

（ク）公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業  

（ケ）生活福祉資金貸付事業  

（コ）上記のほか、様々な公的事業による支援及び民生委員による見守

り活動等のインフォーマルによる支援  

エ 支援調整会議を開催し、プランの内容が適切なものであるか確認を

行うとともに、プランに基づく支援に当たって、関係機関との役割分

担等について調整を行う。  

オ 実施主体は、支援調整会議（「５  支援調整会議」参照）において、

（２）のウの（イ）、（エ）及び（オ）の事業（以下、「就労準備支援事業

等」という。）が盛り込まれたプランが了承された場合には、就労準備支

援事業等については支援決定（「６  支援決定」参照）を、（２）のウの

（ア）、（ウ）、（カ）、（ケ）又は（コ）の事業等については支援内容の確

認を行う（（ア）及び（ウ）については、「住居確保給付金申請書」及び

「一時生活支援事業利用申込書」において、別途支援（支給）決定を行

う）。なお、行政以外の自立相談支援機関にあっては、就労準備支援事業

等を含まないプランが支援調整会議において了承された場合、当該プラ

ンを行政に報告する。  

カ （２）のウの（ク）の事業につなぐ場合については、実施主体がプ

ランの内容を確認し了承した後、自立相談支援機関は、支援決定等が

なされたプランの写しとともに、必要書類を公共職業安定所に送付す

ることにより、支援要請を行う。  

キ 自立相談支援機関は、実施主体の支援決定又は確認を受けたプラン

に基づき、具体的な支援の提供等を行う。  

 

（３）支援の提供・モニタリング・評価・再プラン策定・終結  

ア プランに基づき、自立相談支援機関自ら支援を実施するほか、各支援

機関から適切な支援を受けられるよう本人との関係形成や動機付けの促

しをサポートする。  

イ 各支援機関による支援が始まった後も、各支援機関との連携・調整

はもとより、必要に応じて本人の状況等を把握（モニタリング）する。  

ウ 定期的なプランの評価は、以下の状況を整理し、概ね３か月、６か

月、１年など本人の状況に応じ、支援調整会議において行う。  

（ア）目標の達成状況  
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（イ）現在の状況と残された課題  

（ウ）プランの終結・継続に関する、本人の希望・支援員の意見等  

エ 評価の結果、支援の終結と判断された場合は、他機関へのつなぎや

地域の見守りなどの必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを

行う。例えば、就職後から一定期間については、本人の状況を適宜把

握し、必要に応じ本人からの相談に応ずることができる体制を整えて

おくことが望ましい。  

オ 評価の結果、プランを見直して、支援を継続する必要があると判断

された場合は、改めてアセスメントの上、再度プランを策定する。  

 

５ 支援調整会議 

（１）目的 

支援調整会議は、プランの策定等にあたり、以下の４点を主な目的とし

て開催するものである。  

  ア プランの適切性の協議  

自立相談支援機関が策定したプランについて、自治体及び関係機関が

参加して合議のもとで適切性を判断する。プランの内容が、本人の課題

解決及び目標の実現に向けて適切であるかを、自立相談支援機関以外の

関係者も参画する合議体形式で協議し、判断する。  

  イ 各支援機関によるプランの共有  

各支援機関が、プランの支援方針、支援内容、役割分担等について共

通認識を醸成し、これを了承する。本人が抱える課題と設定した目標を

共有し、各支援機関の役割を明確化する。  

  ウ プラン終結時等の評価  

プラン終結時等においては、支援の経過と成果を評価し、自立相談支

援機関としての支援を終結するかどうかを検討する。  

  エ 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討  

個々のニーズに対応する社会資源が不足していることを把握した場  

合には、それらを地域の課題として位置付け、社会資源の開発に向けた

取組を検討する。 

 

（２）開催方法 

具体的な開催方法については、相談者数や社会資源の状況など地域の実

情に応じ会議開催のルールを定めるものとする。  

プランに就労準備支援事業等が含まれている場合には、自治体が支援決

定を行う役割を担うことから、行政担当者が支援調整会議に出席すること

が基本となる。 

 

（３）留意点 

支援調整会議を効率的に開催するため、自立相談支援機関は支援調整会

議を開催する前に、プランに盛り込む支援サービスの利用について、必要

に応じて行政やその他の関係機関・関係者との間で調整を行う。  



17 

 

 

６ 支援決定 

（１）自治体は、プランに盛り込まれた就労準備支援事業等の利用について、

その可否を決定するために支援決定を行う。また、併せて、当該プラン

の内容が適切であるか否かを確認する。  

 

（２）自治体による支援決定は、以下の手順により行うものとする。  

ア 自立相談支援機関は支援調整会議で了承されたプランを自治体に提  

出する。 

イ 自治体はプランに盛り込まれた就労準備支援事業等の支援方針、支

援内容等について確認するとともに、それらの事業の利用要件に該当

しているかを確認する。  

ウ プランに盛り込まれた就労準備支援事業等について、利用要件に該

当していることが確認できた場合は、自治体内部において決裁し、決

裁後、速やかに利用者へ支援決定の通知を行う。  

 

（３）上記（２）のイにおいて、事業の利用要件に該当しないなど、支援決

定ができない理由がある場合は、自治体はその理由を速やかに自立相談

支援機関に報告する。報告を受けた自立相談支援機関は、本人と関係機

関・関係者と再度プラン内容について確認・調整を行い、見直したプラ

ンを改めて自治体に提出する。  

 

７ 生活困窮者支援を通じた地域づくり  

生活困窮者の自立に向け、包括的かつ継続的な支援が提供されるよう、自

立相談支援機関が中心となって、支援調整会議その他の既存の合議体も活用

して検討の場を設ける。また、効率的かつ効果的に生活困窮者を早期把握し、

チーム支援を行うためには、関係機関との連携が重要であり、支援会議等も

活用しながら、このためのネットワークづくりを一層進め、その活用を図る

必要がある。 

また、自立相談支援機関が自ら又は当該協議の場、関係機関とのネットワ

ークを通じて把握した社会資源の不足については、支援調整会議その他の協

議の場において地域の課題として認識した上で検討を行うとともに、生活困

窮者の支援に関する新たな社会資源の開発に努める。  

 

８ 住居確保給付金の手続き  

  住居確保給付金の相談・受付業務、受給中の面接業務等（自治体が行う支

給決定に関する事務を除く。）は、自立相談支援機関において行う。  

 

９ 留意事項 

（１）事業の実施に当たっては、「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策

定について」（平成 27 年３月６日社援地発 0306 第 1 号厚生労働省社会・

援護局地域福祉課長通知の別添１「自立相談支援事業の手引き」）及び「生
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活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの策定について（通

知）」（平成 27 年３月 27 日社援発 0327 第 2 号厚生労働省社会・援護局長

通知）などの関連通知を参照すること。  

 

（２）相談支援に当たっては、「自立相談支援事業の手引き」に定める「自立

相談支援機関使用標準様式（帳票類）」を使用すること。また、利用者ご

とに支援台帳を作成し、管理すること。  

 

（３）関係機関と個人情報を共有する場合は本人から同意を得ておくことな

ど、個人情報の取扱いについて適切な手続きを踏まえること。  
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（別添４） 

 

就労準備支援事業実施要領  

 

１ 目的 

本事業は、就労に必要な実践的な知識・技能等が不足しているだけではな

く、複合的な課題があり、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安

を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が整っ

ていない生活困窮者に対して、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形

成からの支援を、計画的かつ一貫して実施することを目的とする。  

 

２ 実施主体 

実施主体は、都道府県、市（特別区を含む）及び福祉事務所を設置する町

村（以下「都道府県等」という。）とする。   

ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者で

あって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人

その他の都道府県等が適当と認める民間団体に、事業の全部又は一部を委託

することができる 。 

 

３ 事業の対象者 

本事業の対象者については、以下のいずれかの要件に該当する者とする。  

  

（１）次のいずれにも該当する者であること。  

ア  申請日の属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯

に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度（申請日の

属する月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法

第 295 条第３項の条例で定める金額を 12 で除して得た額（以下「基準

額」という。）及び昭和 38 年４月１日厚生省告示第 158 号（生活保護法

による保護の基準を定める等の件）による住宅扶助基準に基づく額を合

算した額以下であること。  

イ  申請日における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者  

の所有する金融資産の合計額が、基準額に６を乗じて得た額以下である

こと。 

 

（２）前号に該当する者に準ずる者として、次のいずれかに該当する者である

こと。 

ア （１）のア又はイに該当する額のうち把握することが困難なものが

あること。 

イ （２）のアに該当しない者であって、（１）のア又はイに該当するも   

のとなるおそれがあること。  

ウ 都道府県等が就労準備支援事業による支援が必要と認める者である  

こと。 
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４ 事業内容 

（１）支援内容 

本事業は、就労準備支援プログラムに基づき、日常生活自立に関する

支援、社会自立に関する支援、就労自立に関する支援を利用者の状況に

応じて行う。   

なお、事業を実施する中で把握した生活困窮者を自立相談支援機関に

つなぐ体制を確保するとともに、支援に当たっては、自立相談支援機関

によるアセスメントやそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実

施状況等、適宜、自立相談支援機関と情報共有し、連携して支援を行う

こと。 

ア 就労準備支援プログラムの作成・見直し  

支援を効果的・効率的に実施するため、利用者が抱える課題や支援の

目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成する。就労

準備支援プログラムは、支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行う。   

イ 日常生活自立に関する支援  

適正な生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起  

床・就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助

言・指導等を行う。  

ウ 社会自立に関する支援  

社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケー

ション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランテ

ィア活動等を行う。  

エ 就労自立に関する支援  

一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就

労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティン

グ、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。  

    さらに、上記アからエに定める支援を踏まえ、  

・ 農業に関する基本的な知識を身につけるための基礎的研修と農

業を含めた就労支援等を行う就農訓練事業  

・ 就労意欲が極端に低い者や社会との関わりに極度の不安を抱え

る者などを対象として、障害者等の支援により蓄積された専門的

なノウハウを活用した就労支援を行う福祉専門職との連携支援事

業 

・ ひきこもりや中高年齢者等のうち、直ちに一般就労を目指すこ

とが難しく、家族や友人、地域住民等との関係が希薄な者を支援

するために、訪問支援（アウトリーチ等）による早期からの継続

的な個別支援を重点的に実施するとともに、地域において対象者

が馴染みやすい就労体験先を開拓・マッチングする取組を行う、

地域におけるアウトリーチ支援等推進事業を実施することが可能

である。 
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（２）支援の実施期間  

   １年を超えない期間とする。  

なお、就労準備支援事業の利用終了後も一般就労につながらなかった

ケース等で、自立相談支援事業のアセスメントにおいて改めて就労準備

支援事業を利用することが適当と判断されたときは、事業の再利用（就

労準備支援事業の支援プログラムの再作成）が可能である。  

 

（３）配置職員 

就労準備支援を行う担当者（就労準備支援担当者）は、キャリアコンサ

ルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者や就労支援事業に従事し

ている者（従事していた者も含む。）など、生活困窮者への就労支援を適切

に行うことができる人材であって、厚生労働省が実施する養成研修を受講

している者であることが望ましい。 

福祉専門職との連携支援事業を実施する場合は、福祉専門職を直接雇い

上げる方法、社会福祉法人等（具体的には、福祉専門職が配置されている

事業所等）へ委託して事業を実施する方法等により、社会福祉士、精神保

健福祉士、介護福祉士、臨床心理士等の福祉専門職を配置すること。  

地域におけるアウトリーチ支援等推進事業を実施する場合は、ひきこも

り支援や障害者に対する就労支援を担う実施団体等への委託（既に就労準

備支援事業を実施している場合は再委託も可）が実施方法として考えられ

る。 

 

５ 留意事項 

（１）事業の実施に当たっては、「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策

定について」（平成 27 年 3 月 6 日社援地発 0306 第 1 号厚生労働省社会・

援護局地域福祉課長通知の別添２「就労準備支援事業の手引き」）を参照す

ること。 

 

（２）生活保護の受給に至った者に対しては、必要に応じて被保護者就労準備

支援事業の利用につなぐなど、本人への継続的な支援の観点から生活困窮

者自立支援制度と一体的・連続的な支援が行えるよう配慮すること。  

 

（３）就労準備支援に当たっては、「就労準備支援事業の手引き」に掲載して

いる様式を参考に、地域の実情に応じて適宜、様式を使用することが望ま

しい。 

 

（４）就労体験の利用者は、労働者性がないと認められる限りにおいて労働基

準関係法令の適用対象外となるが、安全衛生面、災害補償面については、

一般労働者の取扱いも踏まえた適切な配慮が必要であること。特に、災害

補償面については、利用者が就労体験中に被災した場合に備え、適切な保

険に加入すること。  
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（５）工賃や交通費など個人に対する手当は、事業費から支出しないこと。  

 

（６）関係機関と個人情報を共有する場合は本人から同意を得ておくなど、個

人情報の取扱について適切な手続きを踏まえること。  

 

（７）就農訓練事業の実施に当たっては、別途通知する「被保護者就労準備支

援事業及び就労準備支援事業における生活困窮者等の就農訓練事業の実

施について」（平成 28 年 3 月 31 日付社援保発 0331 第 18 号、社援地発 0331

第 1 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知、地域福祉課長通知）を参照

すること。 

 

（８）福祉専門職との連携支援事業の実施に当たっては、別途通知する「被保

護者就労準備支援事業及び就労準備支援事業における福祉専門職との連

携支援事業の実施について」（平成 29 年３月 27 日付社援保発 0327 第１号、

社援地発 0327 第２号厚生労働省社会・援護局保護課長通知、地域福祉課長

通知）を参照すること。  

 

（９）地域におけるアウトリーチ支援等推進事業の実施に当たっては、別途通

知する「地域におけるアウトリーチ支援等推進事業の実施について」（平成

30 年 3 月 29 日付社援保発 0329 第 3 号、社援地発 0329 第 1 号厚生労働省

社会・援護局保護課長通知、地域福祉課長通知）を参照すること。  

 

（10）自立相談支援事業と併せて就労準備支援事業と家計改善支援事業の両方

を一体的に実施した場合には、基本基準額に一定額を加算することとする。

加算内容については、「就労準備支援事業におけるインセンティブ加算に

ついて」（平成 30 年 10 月１日付社援地発 1001 第 16 号厚生労働省社会・

援護局地域福祉課長通知）を参照すること。  
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（別添６） 

 

一時生活支援事業実施要領  

 

Ⅰ 一時生活支援事業 

１ 目的 

本事業は、一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間内に

限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むのに

必要となる物資の貸与又は提供により、安定した生活を営めるよう支援

することを目的とする。  

 

２ 実施主体 

実施主体は、都道府県、市（特別区を含む。）及び福祉事務所を設置する

町村（以下「都道府県等」という。）とする。  

ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者

であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動

法人その他の都道府県等が適当と認める民間団体に、事業の全部又は一部

を委託することができる。  

 

３ 事業の対象者 

一定の住居を持たない生活困窮者で、次の（１）又は（２）のいずれか

に該当する者を対象とする。  

 

（１）次のア及びイのいずれにも該当する者  

ア 本事業の利用を申請した日の属する月における収入の額（同一の世

帯に属する者の収入の額を含む。）が、申請日の属する年度（申請日の

属する月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税

法第 295 条第３項の条例で定める金額を 12 で除して得た額（以下「基

準額」という。）及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下である

こと。 

イ 申請日における金融資産の額（同一の世帯に属する者の所有する金

融資産を含む。）が、基準額に 6 を乗じて得た額（当該額が 100 万円を

超える場合は 100 万円とする。）以下であること。  

 

（２）都道府県等が、緊急性等を勘案し支援が必要と認められる者  

 

４ 事業内容 

（１）支援内容 

本事業の支援内容は、次に掲げるものとする。  

ア 利用者に対し宿泊場所や食事の提供を行うとともに、衣類等の日用

品を支給又は貸与、及び定期的な入浴等の日常生活上必要なサービス

を提供する。 
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イ 利用開始時及び利用期間中において定期的に健康診断及び健康医療

相談を行うとともに、医療等が必要な場合は、福祉事務所又は保健所

等と十分な連携の下で必要な医療等を確保する。  

ウ 実施主体の判断により、保健師、看護師、精神保健福祉士その他こ

れらと同等に業務を行うことができる者（以下「医療職等」という。）

が路上等又は宿泊場所において、巡回相談や必要な支援を実施する。  

 

（２）利用手続 

本事業の実施に当たり、実施主体は、施設の利用、管理等に関し、必

要な規則を定めることとする。  

本事業を実施するに際し、自立相談支援機関と十分連携を図りながら

実施することが必要であることから、本事業の利用については、自立相

談支援機関が作成するプランに盛り込むこととする。  

 

（３）利用期間 

本事業の利用期間は原則として３か月以内とする。  

ただし、本人に対するアセスメントの状況を踏まえ、都道府県等が必

要と認める場合は、６月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間と

することができる。  

 

（４）宿泊場所の供与を行う施設  

施設は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分

配慮されたものであり、以下の要件を満たすものとする。  

ア 施設の構造 

施設は、建築基準法に定める基準等を満たしたものであること。  

イ 施設の設備 

     施設には、次の設備を設けなければならない。  

（ア）事務室 

（イ）宿泊室 

（ウ）浴室又はシャワー室  

（エ）便所・洗面所  

なお、同一施設において、自立相談支援事業を合わせて実施する場合

には、上記のほか相談室等を設けるものとする。また、宿泊施設やアパ

ート等の一室を借り上げる方法により実施する場合や他の社会福祉施設

等と設備の一部を共用すること等により当該施設の運営上支障が生じな

い場合には上記の限りでない。  

ウ 職員の配置 

施設には、施設長及び夜間の警備に必要な職員を配置する。ただし、

夜間の警備に必要な職員については、非常勤とすることも差し支えな

い。 

なお、宿泊施設やアパート等の一室を借り上げる方法により実施す

る場合は、この限りではない。 
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医療職等による相談や支援を行う際は、必要な職員を配置する。な

お、相談や支援の頻度等に応じて非常勤とすることも差し支えない。 

 

Ⅱ 一時生活支援事業のうち地域居住支援事業  

 １ 目的 

本事業は、生活困窮者・ホームレス自立支援センターや、生活困窮者

一時宿泊施設を利用していた生活困窮者であって、現に一定の住居を有

する者や、現在の住居を失うおそれのある者であって、地域社会から孤

立している者に対し、一定の期間にわたり、訪問による必要な情報の提

供及び予言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、生活

困窮者自立支援事業を行う者そのほかの関係者との連絡調整そのほかの

日常生活を営むのに必要な支援を行うことを目的とする。  

 ２ 実施主体 

   Ⅰ 一時生活支援事業に同じ。  

 

 ３ 事業の対象者 

   次の（１）または（２）のいずれかに該当する者  

 （１）生活困窮者・ホームレス自立支援センター等の退所者  

 （２）NPO、ボランティア団体等の民間団体をはじめ、民生委員、社会福祉協

議会、社会福祉士及び地域住民等からの情報提供により把握した、現在

の住居を失うおそれのある生活困窮者であって、地域社会から孤立した

状態にある者のうち、都道府県等が必要と認める者。  

 

 ４ 事業内容 

 （１）支援内容 

    本事業の支援内容は、次に掲げるものとする。  

   ア 入居にあたっての支援  

     地域における居住支援・生活支援に係るサービスの内容等を予め把

握した上で、不動産業者等に動向し、物件や家賃債務保証業者の斡旋

を依頼し、家主等との入居契約等の手続きに係る支援を行う。   

また、病院の医療ソーシャルワーカー（ MSW）等と連携し、退院・退

所後に居住支援を必要とする者を把握した上で、宅地建物取引業者、

家主、居住支援法人、居住支援協議会等と連携し、自立支援事業等に

おける継続的な支援を実施する。  

   イ 居住を安定して継続するため支援  

     支援員の個別訪問による見守りや生活支援を行う。  

     その際、具体的な相談内容に応じて、福祉事務所や公共職業安定所

等の関係期間への相談につなげる。  

   ウ 互助の関係作り 

     サロンやリビング等といった支援を必要とする者同士が集まること

ができる地域社会との交流の場を造り、支援を必要とする者同士が相

互に支え合う関係や、地域住民とのつながりの構築支援を行う。  



38 

 

   エ 地域づくり関連業務（地域への働きかけ）  

     生活困窮者が」地域の中で支え合いながら生活することができる「場」

をつくり、その中で本人が持つ様々な可能性を十分に発揮できるよう

地域への働きかけを行っていく。  

     そのため、地域に様々な社会支援がある場合は、それらをいつでも

活用できるようにしておくことや、必要な社会資源が不足する場合は、

自治体や関係機関と検討し、開発すること。  

     また、日頃から地域の中でこれらの関係機関・関係者とのネットワ

ークを築いておくこと。  

（２） 利用手続 

本事業を実施するに際し、自立相談支援機関と十分連携を図りなが

ら実施することが必要であることから、本事業の利用については、自

立相談支援機関が作成するプランに盛り込むこととする。  

 

 （３） 利用期間 

     一年を超えない範囲とする。なお、利用期間終了後も円滑な日常生

活が営めるよう、自立相談支援機関との連携により、関係機関による

見守りや生活支援など日常生活を営むのに必要な支援体制の構築を

図る。 

 

Ⅲ 留意事項 

（１）事業の実施に当たっては、「一時生活支援事業の運営の手引き」（平成

27 年３月６日社援地発 0306 第 1 号厚生労働省社会・援護局地域福祉課

長通知 ）を参照すること。  

 

（２）本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保護に十分配

慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。また、

利用者に対しては、性別に配慮したきめ細かな自立支援を行うとともに、

必要に応じて、婦人相談所や婦人保護施設等の関係施設とも十分連携す

ること。このほか、利用者の特性により、社会的な偏見や差別を受け弱

い立場に置かれやすい者に対しては、配慮を行うこと。  

 

（３）関係機関と個人情報を共有する場合は本人から同意を得ておくなど、

個人情報の取扱について適切な手続きを踏まえること。  

 

（４）本事業の実施に当たっては、本人の状況に応じて、適切に就労準備支

援事業等につなげることができるよう、自立相談支援機関との連携を図

ること。また、本人の状況に応じて、適切に生活保護につなげることが

できるよう、自立相談支援機関とともに福祉事務所とも連携を図るこ

と｡ 

なお、本事業と自立相談支援事業を一体的に実施する場合には、利用

者の就労促進のため、公共職業安定所による職業相談の実施等に当たっ
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て連携を図ること。  

 

（５）本事業の実施に当たって、地域社会の理解が得られるよう、例えば、

生活困窮者・ホームレス自立支援センターの利用者が地域の清掃活動を

行う等地域住民との交流を深めるとともに、地元自治会等を含めた協議

会を設けるなど、地域に密着した事業の運営が行えるよう配慮するこ

と。 

 

（６）Ⅰの４（１）ウの事業を実施する場合は、特に路上等における生活が

長期化し、高齢化した者に配慮し、きめ細かな相談や必要な支援を行う

とともに、必要に応じて医療機関と連携を図るよう配慮すること。  

   

（７）Ⅱの一時生活支援事業のうち地域居住支援事業の実施にあたっては、

地域における様々な社会資源を活用することが重要であり、例えば、住

宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会等を通じ、生活困窮者自

立支援制度における支援について理解の促進を図る機会の創出、生活困

窮者支援に積極的な大家や不動産業者のストックの充実、本人が自信の

役割を発揮できる場として既存のサロンの活用等も含めた居場所作りな

どが考えられる。 

 

（８）Ⅱの一時生活支援事業のうち地域居住支援事業の適用期間は、令和５

年９月末までとし、以降は同年 10 月から適用予定の別添７の「地域居

住支援事業実施要領」に基づき実施するものとする。  
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（別添８） 

 

家計改善支援事業実施要領 

 

１ 目的 

本事業は、家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活

困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして家計の

改善の意欲を引き出した上で、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助

言・指導等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期

に生活が再生されることを目的とする。  

 

２ 実施主体 

実施主体は、都道府県、市（特別区を含む）及び福祉事務所を設置する町

村（以下「都道府県等」という。）とする。   

ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者で

あって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人

その他の都道府県等が適当と認める民間団体に、事業の全部又は一部を委託

することができる。 

 

３ 事業内容 

本事業の実施に当たっては、家計表やキャッシュフロー表等を活用して相

談者とともに生活困窮者の抱える家計に関する課題を「見える化」し、家計

に関する問題の背景にある根源的な課題を整理して家計管理の力を高め、家

計に関するプラン（家計再生プラン）を作成し、早期の生活再生を目指して

いくため、以下の取組を実施することとする。  

 

（１）支援内容 

ア 家計管理に関する支援  

相談者とともに、家計表やキャッシュフロー表を活用して、家計の見

える化を図るとともに、家計収支の均衡を図るなどの出納管理の支援を

行い、家計を相談者自らが管理できるよう支援を行う。  

イ 滞納（家賃、税金、公共料金など）の解消や各種給付制度等の利用

に向けた支援 

アセスメント段階で聞き取った相談者の状況や家計の状況、滞納状況

などを勘案して徴収免除や徴収猶予、分割納付等の可能性を検討し、自

治体の担当部署や事業所などとの調整や申請等の支援を行う。  

ウ 債務整理に関する支援（多重債務者相談窓口との連携等）  

多重・過剰債務等により債務整理が必要な者などに対しては、多重債

務者相談窓口等と連携し、必要に応じて法律専門家へ同行して債務整理

に向けた支援を行う。  

エ 貸付のあっせん 

相談者の家計の状況を把握し、一時的な資金貸付が必要な場合、貸付
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金の額や使途、家計再生の見通しなどを記載した「貸付あっせん書」を

作成し、本人の家計の状況や家計再生プランなどを貸付機関と共有し、

貸付の円滑・迅速な審査につなげる。  

 

（２）支援の流れ 

家計改善支援事業と自立相談支援事業は、アセスメントの結果や相談者

の状況変化等の必要な情報を常に共有し、適切に連携を図りながら支援を

行う。また、事業を実施する中で把握した生活困窮者を自立相談支援事業

につなぐ体制を確保するものとする。  

ア 生活困窮者の把握、アウトリーチ  

自立相談支援機関との連携体制を構築するとともに、多重・過剰債務

の相談窓口や貸付機関、自治体の関係部署等との連携を図り、早期発見

のためのネットワークを構築する。  

また、必要に応じ積極的に家計管理に関する講習会や出張相談等を実

施するなど、対象者の早期把握に向けた取組を行う。 

イ アセスメント 

相談者の生活の状況と家計を見える形で示すため、家計改善支援員は、

家計表の作成を通じて家計収支の状況を具体的に把握した上で、支援の

方向性を検討する。あわせて、就労状況、家族の課題等の必要な情報を

把握する。 

ウ 家計再生プラン策定  

アセスメントの結果を踏まえて、相談者の意向と真に解決すべき課題

を整理し、生活を早期に再生させるための家計再生プランを作成する。

この際には、生活再生の目標を具体的に捉えるため、家計表やキャッシ

ュフロー表を活用する。  

なお、家計再生プランによる支援期間は原則１年とするが、相談者の

状況により柔軟に対応するものとする。  

エ 支援調整会議への参加  

家計改善支援事業の実施にあたっては、自立相談支援機関がプランを

作成することとされており、その際には、家計改善支援員も原則として

自立相談支援機関が開催する支援調整会議に参加し、家計の視点から協

議することが望ましい。  

  オ 支援サービスの提供  

    相談者の状況に応じて、３（１）による支援サービスを提供する。  

カ モニタリング 

定期的な面談により家計の改善状況や家計管理に対する認識や意欲の

向上などを確認し、自立相談支援機関との情報共有を図る。  

キ 家計再生プランの評価  

家計再生プラン策定時に定めた期間が終了した場合、もしくはそれ以

前に本人の状況に大きな変化があった場合に、設定した目標の達成度や、

支援の実施状況、支援の成果、新たな生活課題はないかなどの確認を行

う。これにより、支援を終結させるか、または新たに家計再生プランを
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作成して支援を継続するかを判断する。  

 

（３）貸付機関との連携  

貸付機関については、生活福祉資金貸付事業を行う都道府県社会福祉

協議会のほか、母子父子寡婦福祉資金等の公的貸付制度と連携すること

が考えられる。なお、これらの公的貸付制度は市町村民税非課税世帯を

対象とするなど対象者が限定されていることから、本事業の利用者には

これらの対象にはならない者も含まれることが考えられる。その場合、

これらの公的貸付制度のほか、消費生活協同組合等の貸付事業を行う機

関との連携も図りながら、利用者の一時的な資金ニーズを充足できるよ

うに支援を進めていくことも重要である。  

 

（４）配置職員 

家計改善支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し、

修了証を受けていること（ただし、当分の間は、この限りでない。）、かつ、

次のいずれかに該当する者など、生活困窮者への家計に関する相談支援を

適切に行うことができる人材であること。  

ア 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサル

タントの資格を有する者  

イ 社会福祉士の資格を有する者  

ウ 社会保険労務士の資格を有する者  

エ ファイナンシャルプランナーの資格を有する者  

オ その他アからエに掲げる者と同等の能力または実務経験を有する者  

 

４ 留意事項 

（１）事業の実施に当たっては、「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策

定について」（平成 27 年３月６日社援地発 0306 第 1 号厚生労働省社会・

援護局地域福祉課長通知の別添４「家計改善支援事業の手引き」）を参照す

ること。 

 

（２）被保護者家計改善支援事業と一体的に実施する場合は、「被保護者家計

改善支援事業の実施について」（平成 30 年３月 30 日付社援保発 0330 第

12 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）を参照すること。 

 

（３）相談支援に当たっては、「家計改善支援事業の手引き」別冊に掲載して

いる様式を参考に、地域の実情に応じて適宜使用することが望ましい。  

 

（４）関係機関と個人情報を共有する場合は本人から同意を得ておくなど、

個人情報の取扱いについて適切な手続きを踏まえること。  
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○生活困窮者自立支援法 

（平成二十五年十二月十三日） 

（法律第百五号） 

第百八十五回臨時国会 

第二次安倍内閣 

生活困窮者自立支援法をここに公布する。 

生活困窮者自立支援法 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 都道府県等による支援の実施（第五条―第十五条） 

第三章 生活困窮者就労訓練事業の認定（第十六条） 

第四章 雑則（第十七条―第二十六条） 

第五章 罰則（第二十七条―第三十条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支

給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者

の自立の促進を図ることを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮

者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的

かつ早期に行われなければならない。 

２ 生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の生活

困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関（以下単に「関係機関」という。）及び

民間団体との緊密な連携その他必要な支援体制の整備に配慮して行われなければならな

い。 

（平三〇法四四・追加） 

（定義） 

第三条 この法律において「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関

係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができな
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くなるおそれのある者をいう。 

２ この法律において「生活困窮者自立相談支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 

一 就労の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その

他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連

絡調整を行う事業 

二 生活困窮者に対し、認定生活困窮者就労訓練事業（第十六条第三項に規定する認定生

活困窮者就労訓練事業をいう。）の利用についてのあっせんを行う事業 

三 生活困窮者に対し、生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で

定める事項を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援

が包括的かつ計画的に行われるための援助として厚生労働省令で定めるものを行う事

業 

３ この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち離職又はこれ

に準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所

有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家

賃を支払うことが困難となったものであって、就職を容易にするため住居を確保する必要

があると認められるものに対し支給する給付金をいう。 

４ この法律において「生活困窮者就労準備支援事業」とは、雇用による就業が著しく困難

な生活困窮者（当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収

入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。）に対し、厚生労働

省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

事業をいう。 

５ この法律において「生活困窮者家計改善支援事業」とは、生活困窮者に対し、収入、支

出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援す

るとともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業をいう。 

６ この法律において「生活困窮者一時生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 

一 一定の住居を持たない生活困窮者（当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯

に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの

に限る。）に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供

その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定

める便宜を供与する事業 

二 次に掲げる生活困窮者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要
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な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜と

して厚生労働省令で定める便宜を供与する事業（生活困窮者自立相談支援事業に該当す

るものを除く。） 

イ 前号に掲げる事業を利用していた生活困窮者であって、現に一定の住居を有するも

の 

ロ 現在の住居を失うおそれのある生活困窮者であって、地域社会から孤立しているも

の 

７ この法律において「子どもの学習・生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 

一 生活困窮者である子どもに対し、学習の援助を行う事業 

二 生活困窮者である子ども及び当該子どもの保護者に対し、当該子どもの生活習慣及び

育成環境の改善に関する助言を行う事業（生活困窮者自立相談支援事業に該当するもの

を除く。） 

三 生活困窮者である子どもの進路選択その他の教育及び就労に関する問題につき、当該

子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並

びに関係機関との連絡調整を行う事業（生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを

除く。） 

（平三〇法四四・旧第二条繰下・一部改正） 

（市及び福祉事務所を設置する町村等の責務） 

第四条 市（特別区を含む。）及び福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）を設置する町村（以下「市等」とい

う。）は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮

者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。 

２ 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 

一 市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活

困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活

支援事業、子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るた

めに必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供

その他の援助を行うこと。 

二 関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困

窮者住居確保給付金の支給を行うこと。 

３ 国は、都道府県及び市等（以下「都道府県等」という。）が行う生活困窮者自立相談支
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援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮

者家計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業及

びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われる

よう、都道府県等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。 

４ 国及び都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者が生活困窮者に対する自立の

支援を早期に受けることができるよう、広報その他必要な措置を講ずるように努めるもの

とする。 

５ 都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者に対する自立の支援を適切に行うた

めに必要な人員を配置するように努めるものとする。 

（平三〇法四四・旧第三条繰下・一部改正） 

第二章 都道府県等による支援の実施 

（生活困窮者自立相談支援事業） 

第五条 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。 

２ 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以

外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 

３ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であ

った者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（平三〇法四四・旧第四条繰下） 

（生活困窮者住居確保給付金の支給） 

第六条 都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者

のうち第三条第三項に規定するもの（当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に

属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限

る。）に対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間その他生活困

窮者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

（平三〇法四四・旧第五条繰下・一部改正） 

（生活困窮者就労準備支援事業等） 

第七条 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給

のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業を行うように努め

るものとする。 

２ 都道府県等は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事業を行うことができる。 
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一 生活困窮者一時生活支援事業 

二 子どもの学習・生活支援事業 

三 その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業 

３ 第五条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について

準用する。 

４ 都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに第二項各号に掲げる事業

を行うに当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲

げる業務、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の三第二十項に規定する

児童育成支援拠点事業並びに社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第五条第一項第

十三号（同法第六条第一項において引用する場合を含む。）に規定する学習の機会を提供

する事業その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の適切

な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。 

（平三〇法四四・旧第六条繰下・一部改正、令六法二一・一部改正） 

（生活困窮者の状況の把握等） 

第八条 都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第一項に規

定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の

実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとする。 

２ 都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂

行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく

事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。 

（平三〇法四四・追加、令六法二一・一部改正） 

（支援会議） 

第九条 都道府県等は、関係機関、第五条第二項（第七条第三項において準用する場合を含

む。）の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援

に関係する職務に従事する者その他の関係者（第三項及び第四項において「関係機関等」

という。）により構成される会議（以下この条において「支援会議」という。）を組織す

ることができる。 

２ 支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとと

もに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関す
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る検討を行うものとする。 

３ 支援会議は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認めると

きは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必

要な協力を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努める

ものとする。 

５ 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が

定める。 

（平三〇法四四・追加） 

（都道府県の市等の職員に対する研修等事業） 

第十条 都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。 

一 この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修

の事業 

二 この法律に基づく事業又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整

備、支援手法に関する市等に対する情報提供、助言その他の事業 

２ 第五条第二項の規定は、都道府県が前項の規定により事業を行う場合について準用する。 

（平三〇法四四・追加） 

（福祉事務所を設置していない町村による相談等） 

第十一条 福祉事務所を設置していない町村（次項、第十四条及び第十五条第三項において

「福祉事務所未設置町村」という。）は、生活困窮者に対する自立の支援につき、生活困

窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、

都道府県との連絡調整、生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨その他必要な援助を行

う事業を行うことができる。 

２ 第五条第二項及び第三項の規定は、福祉事務所未設置町村が前項の規定により事業を行

う場合について準用する。 

（平三〇法四四・追加） 

（市等の支弁） 

第十二条 次に掲げる費用は、市等の支弁とする。 

一 第五条第一項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する
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費用 

二 第六条第一項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費

用 

三 第七条第一項及び第二項の規定により市等が行う生活困窮者就労準備支援事業及び

生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用 

四 第七条第一項及び第二項の規定により市等が行う生活困窮者家計改善支援事業並び

に子どもの学習・生活支援事業及び同項第三号に掲げる事業の実施に要する費用 

（平三〇法四四・旧第七条繰下・一部改正） 

（都道府県の支弁） 

第十三条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 

一 第五条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要

する費用 

二 第六条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要す

る費用 

三 第七条第一項及び第二項の規定により都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業

及び生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用 

四 第七条第一項及び第二項の規定により都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業

並びに子どもの学習・生活支援事業及び同項第三号に掲げる事業の実施に要する費用 

五 第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用 

（平三〇法四四・旧第八条繰下・一部改正） 

（福祉事務所未設置町村の支弁） 

第十四条 第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する

費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。 

（平三〇法四四・追加） 

（国の負担及び補助） 

第十五条 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。 

一 第十二条の規定により市等が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該市等にお

ける人口、被保護者（生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第一項に規

定する被保護者をいう。第三号において同じ。）の数その他の事情を勘案して政令で定

めるところにより算定した額 

二 第十二条の規定により市等が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用 
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三 第十三条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該都道

府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事

情を勘案して政令で定めるところにより算定した額 

四 第十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用 

２ 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助する

ことができる。 

一 第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二

条第三号及び第十三条第三号に掲げる費用の三分の二以内 

二 第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二

条第四号並びに第十三条第四号及び第五号に掲げる費用の二分の一以内 

３ 前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、

前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助すること

ができる。 

４ 生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業が効果的かつ効率的に

行われている場合として政令で定める場合に該当するときは、第二項の規定の適用につい

ては、同項第一号中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用並びに第七条第一項の規定に

より市等及び都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用」と、同項

第二号中「並びに第十三条第四号及び第五号」とあるのは「及び第十三条第四号（いずれ

も第七条第一項の規定により市等及び都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業の実

施に要する費用を除く。）並びに第十三条第五号」とする。 

（平三〇法四四・旧第九条繰下・一部改正） 

第三章 生活困窮者就労訓練事業の認定 

第十六条 雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提

供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働

省令で定める便宜を供与する事業（以下この条において「生活困窮者就労訓練事業」とい

う。）を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該生活困窮者就労訓練事業が

生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定め

る基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。 

２ 都道府県知事は、生活困窮者就労訓練事業が前項の基準に適合していると認めるときは、

同項の認定をするものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の認定に係る生活困窮者就労訓練事業（次項及び第二十一条第
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二項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。）が第一項の基準に適合しないも

のとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 

４ 国及び地方公共団体は、認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の受注の機会の増大を図

るように努めるものとする。 

（平三〇法四四・旧第十条繰下・一部改正） 

第四章 雑則 

（雇用の機会の確保） 

第十七条 国及び地方公共団体は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の

実施、就職のあっせんその他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、国の講ずる措置と

地方公共団体の講ずる措置が密接な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互

に連絡し、及び協力するものとする。 

３ 公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、求人に関する情報の収

集及び提供、生活困窮者を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように

努めるものとする。 

４ 公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、職業安定法（昭和二十

二年法律第百四十一号）第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う都道府

県等が求人に関する情報の提供を希望するときは、当該都道府県等に対して、当該求人に

関する情報を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法をいう。）その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。 

（平二八法四七・一部改正、平三〇法四四・旧第十一条繰下） 

（不正利得の徴収） 

第十八条 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者があ

るときは、都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額

に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 

２ 前項の規定による徴収金は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十一

条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。 

（平三〇法四四・旧第十二条繰下） 

（受給権の保護） 

第十九条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける

権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 
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（平三〇法四四・旧第十三条繰下） 

（公課の禁止） 

第二十条 租税その他の公課は、生活困窮者住居確保給付金として支給を受けた金銭を標準

として課することができない。 

（平三〇法四四・旧第十四条繰下） 

（報告等） 

第二十一条 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認める

ときは、この法律の施行に必要な限度において、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を

受けた生活困窮者又は生活困窮者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提

出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

２ 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、認定生活困窮者就労訓練事業

を行う者又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対し、報告を求めることがで

きる。 

３ 第一項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（平三〇法四四・旧第十五条繰下） 

（資料の提供等） 

第二十二条 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給又は生活困窮者就労準備支援

事業若しくは生活困窮者一時生活支援事業（第三条第六項第一号に掲げる事業に限る。）

の実施に関して必要があると認めるときは、生活困窮者、生活困窮者の配偶者若しくは生

活困窮者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者の

資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、

又は銀行、信託会社その他の機関若しくは生活困窮者の雇用主その他の関係者に報告を求

めることができる。 

２ 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、

当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける生活困窮者若しくは当該生活困窮者に対

し当該生活困窮者が居住する住宅を賃貸する者若しくはその役員若しくは職員又はこれ

らの者であった者に、当該住宅の状況につき、報告を求めることができる。 

（平三〇法四四・旧第十六条繰下・一部改正） 

（情報提供等） 
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第二十三条 都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第二

項各号に掲げる事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者とな

るおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しく

は事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。 

（平三〇法四四・追加） 

（町村の一部事務組合等） 

第二十四条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、こ

の法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村と

みなす。 

（平三〇法四四・旧第十七条繰下） 

（大都市等の特例） 

第二十五条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この条において「指定都市」と

いう。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この条において「中核市」

という。）においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市が処理するもの

とする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市又は中核市

に関する規定として指定都市又は中核市に適用があるものとする。 

（平三〇法四四・旧第十八条繰下） 

（実施規定） 

第二十六条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続そ

の他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 

（平三〇法四四・旧第十九条繰下） 

第五章 罰則 

第二十七条 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、又は他

人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法

（明治四十年法律第四十五号）に正条があるときは、刑法による。 

（平三〇法四四・旧第二十条繰下） 

第二十八条 第五条第三項（第七条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含

む。）又は第九条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万

円以下の罰金に処する。 

（平三〇法四四・旧第二十一条繰下・一部改正） 
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第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十一条第一項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提

示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項

の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 

二 第二十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

（平三〇法四四・旧第二十二条繰下・一部改正） 

第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関して第二十七条又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

（平三〇法四四・旧第二十三条繰下・一部改正） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、生

活困窮者に対する自立の支援に関する措置の在り方について総合的に検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成二八年五月二〇日法律第四七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第

二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八

条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 

附 則 （平成三〇年六月八日法律第四四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章

中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同
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法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同

条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七

条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条

第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七

十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十

八条の二第二項の改正規定（「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労

自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。）、同法第八十五条第二項、第八十五

条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表

第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附

則第九条中地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）別表第一生活保護法（昭和二十

五年法律第百四十四号）の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法（昭和

四十二年法律第八十一号）別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四

の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定（いずれも「就労自立給付金」の下

に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。）並

びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 平成三十一年四月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定

の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 

（政令への委任） 

第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 

―――――――――― 

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四

法律六八）抄 

（経過措置の政令への委任） 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。 
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附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

（施行日＝令和七年六月一日） 

一 第五百九条の規定 公布の日 

―――――――――― 

附 則 （令和六年四月二四日法律第二一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規

定（「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。）並びに同

法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、

第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五

号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十

八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項並びに別表第一の改正規定並び

に附則第三条及び第五条から第九条までの規定 公布の日 

二 第一条中生活困窮者自立支援法第七条第四項の改正規定（「業務並びに」を「業務、

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の三第二十項に規定する児童育成

支援拠点事業並びに」に改める部分に限る。） 公布の日又は令和六年四月一日のいず

れか遅い日 

（政令への委任） 

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。 
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○生活困窮者自立支援法施行規則 

（平成二十七年二月四日） 

（厚生労働省令第十六号） 

生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）の規定に基づき、及び同法を実施す

るため、生活困窮者自立支援法施行規則を次のように定める。 

生活困窮者自立支援法施行規則 

（法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項） 

第一条 生活困窮者自立支援法（以下「法」という。）第三条第二項第三号に規定する厚生

労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の

解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標及びその達成時期、生活困窮

者に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項とする。 

（平三〇厚労令一一七・一部改正） 

（法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助） 

第二条 法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法によ

る生活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画（以下「自立支援計画」という。）の

作成、自立支援計画に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困

窮者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の

見直しを行うことその他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画

的に行われるために必要な援助とする。 

（平三〇厚労令一一七・一部改正） 

（法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由） 

第三条 法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 

一 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 

二 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰す

べき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前

号の場合と同等程度の状況にある場合 

（平三〇厚労令一一七・令二厚労令八六・一部改正） 

（法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者） 

第四条 法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

一 次のいずれにも該当する者であること。 
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イ 生活困窮者就労準備支援事業の利用を申請した日（以下この号において「申請日」

という。）の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属

する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度（申請日の属する月が四月か

ら六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和二十五年法律第二百二十

六号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法

第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。）が課されていない者の収入の

額を十二で除して得た額（以下「基準額」という。）及び昭和三十八年四月一日厚生

省告示第百五十八号（生活保護法による保護の基準を定める等の件）による住宅扶助

基準に基づく額（以下「住宅扶助基準に基づく額」という。）を合算した額以下であ

ること。 

ロ 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所

有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額以下であること。 

二 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。 

イ 前号イ又はロに規定する額のうち把握することが困難なものがあること。 

ロ 前号に該当しない者であって、前号イ又はロに該当するものとなるおそれがあるこ

と。 

ハ 都道府県等（法第四条第三項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。）が当該事

業による支援が必要と認める者であること。 

（平三〇厚労令一一七・一部改正） 

（法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間） 

第五条 法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とす

る。ただし、心身の状況、生活の状況その他の生活困窮者就労準備支援事業を利用しよう

とする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案し

て都道府県等が定める期間とすることができる。 

（平三〇厚労令一一七・令二厚労令二二・一部改正） 

（法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者） 

第六条 法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

一 次のいずれにも該当する者であること。 

イ 生活困窮者一時生活支援事業の利用を申請した日（以下この号において「申請日」

という。）の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属
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する者の収入の額を合算した額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額

以下であること。 

ロ 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所

有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額（当該額が百万円を超える場

合は百万円とする。）以下であること。 

二 生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、都道府県等が当該事業による支援が必要と認

める者であること。 

（平三〇厚労令一一七・平三一厚労令四三・一部改正） 

（法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間） 

第七条 法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、三月を超えない期

間とする。ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、六月を超えない範囲内で

都道府県等が定める期間とすることができる。 

（平三〇厚労令一一七・平三一厚労令四三・一部改正） 

（法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜） 

第八条 法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類その他の日常

生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供とする。 

（平三〇厚労令一一七・平三一厚労令四三・一部改正） 

（法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間） 

第八条の二 法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えな

い期間とする。 

（平三一厚労令四三・追加） 

（法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜） 

第八条の三 法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必

要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、生活困窮

者自立相談支援事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに

必要な支援とする。 

（平三一厚労令四三・追加） 

（法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者） 

第九条 法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事

業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一

般社団法人若しくは一般財団法人、消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号）第
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二条第一項に規定する消費生活協同組合（同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合

にあっては、同項ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る。）、特定非営利活動促進

法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は労働者協同組

合法（令和二年法律第七十八号）第二条第一項に規定する労働者協同組合その他都道府県

等が適当と認めるものとする。 

（平三〇厚労令一一七・令五厚労令五七・一部改正） 

（法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者） 

第十条 法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれ

にも該当する者とする。 

一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。 

イ 離職の場合又は第三条第一号に規定する場合 生活困窮者住居確保給付金の支給

を申請した日（以下この条、次条、第十二条第一項及び附則第五条において「申請日」

という。）において、離職した日又は事業を廃止した日（以下「離職等の日」という。）

から起算して二年（当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ない

と認める事情により引き続き三十日以上求職活動を行うことができなかった者につ

いては、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を二年に加算した期

間（その期間が四年を超えるときは、四年））を経過していない者 

ロ 第三条第二号に規定する場合 申請日の属する月において、第三条第二号に規定す

る状況にある者 

二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。 

イ 離職の場合又は第三条第一号に規定する場合 離職等の日においてその属する世

帯の生計を主として維持していた者 

ロ 第三条第二号に規定する場合 申請日の属する月においてその属する世帯の生計

を主として維持している者 

三 申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属す

る者の収入の額を合算した額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当た

りの家賃の額（当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額）を合

算した額以下であること。 

四 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有

する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額（当該額が百万円を超える場合は

百万円とする。）以下であること。 
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五 公共職業安定所又は職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第四条第九項に規

定する特定地方公共団体若しくは同条第十項に規定する職業紹介事業者であって地方

公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に

期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指し

た求職活動を行うこと。ただし、第三条第二号に掲げる事由に該当する者について、当

該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自

立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、申請日の属する月から起算して三月間

（第十二条第一項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を

行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、六月間）に限り、

当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。 

（平三〇厚労令一一七・令二厚労令二二・令二厚労令八六・令二厚労令二〇九・令

五厚労令五七・一部改正） 

（生活困窮者住居確保給付金の額等） 

第十一条 生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額（当該額が住宅扶助基準に基づく額を超

える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額）とする。 

一 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者

の収入の額を合算した額（次号において「世帯収入額」という。）が基準額以下の場合 

生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額 

二 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と生活困窮者

が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額 

２ 前項第二号の規定により算定した額に百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切

り上げるものとする。 

（令二厚労令一三六・一部改正） 

（生活困窮者住居確保給付金の支給期間等） 

第十二条 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者が、申請日

において第十条各号のいずれにも該当する場合は、三月間生活困窮者住居確保給付金を支

給する。ただし、支給期間中において生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が第十

条各号（第一号を除く。）のいずれにも該当する場合であって、引き続き生活困窮者住居

確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、三月

ごとに九月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。 
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２ 都道府県等は、前項の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が、疾病

又は負傷により第十条第五号の要件に該当しなくなった後、二年以内に第十条各号（第一

号を除く。）の要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給するこ

とが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、生活困窮者住居確保給付金を

支給する。この場合において、支給期間は合算して九月を超えない範囲内で都道府県等が

定める期間とする。 

（令二厚労令二二・一部改正） 

（生活困窮者住居確保給付金の支給手続） 

第十三条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給

付金支給申請書（様式第一号）に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道

府県等に提出しなければならない。 

（生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援） 

第十四条 都道府県等は生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対し、当該生活困窮

者の就職を促進するために必要な支援（以下この条及び次条第一項において「就労支援」

という。）を行うものとする。 

２ 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業において就労支援を受けることその他当該

生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。 

（令二厚労令二二・一部改正） 

（生活困窮者住居確保給付金の不支給） 

第十五条 生活困窮者住居確保給付金は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、就労支援に

関する都道府県等の指示に従わない場合には、支給しない。 

２ 生活困窮者住居確保給付金は、当該生活困窮者が、期間の定めのない労働契約又は期間

の定めが六月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入

額が基準額及び当該者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額（当該家賃の額が住宅扶助

基準に基づく額を超える場合は、当該額）を合算した額を超えたときには、支給しない。 

（令二厚労令二二・一部改正） 

（再支給の制限） 

第十六条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解

雇（自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。）その他事業主の都合による離職、第

三条第一号に掲げる事由（当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるもの

を除く。）若しくは同条第二号に掲げる事由により経済的に困窮した場合（生活困窮者住
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居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。）

又は第十二条第二項に規定する場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。 

（令二厚労令二二・令五厚労令五七・一部改正） 

（代理受領等） 

第十七条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者（以下この条において「受給者」と

いう。）が居住する住宅の賃貸人は、当該受給者に代わって生活困窮者住居確保給付金を

受領し、その有する当該受給者の賃料に係る債権の弁済に充てるものとする。ただし、受

給者が次の各号に定める方法により当該受給者が居住する住宅の賃料を支払うこととな

っている場合であって、都道府県等が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

一 クレジットカードを使用する方法 

二 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証するこ

とを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法 

三 納付書により納付する方法 

（令二厚労令一一〇・令五厚労令五七・一部改正） 

（調整） 

第十八条 この省令の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることができる

者が、同一の事由により、法令又は条例の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当す

る給付の支給を受けている場合には、当該支給事由によっては、生活困窮者住居確保給付

金は支給しない。 

（令五厚労令五七・一部改正） 

（法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜） 

第十九条 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労に必要な知識及

び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等（以下「就労等の支

援」という。）とする。 

（平三〇厚労令一一七・一部改正） 

（生活困窮者就労訓練事業の認定の手続） 

第二十条 法第十六条第一項の規定による認定を受けようとする者は、生活困窮者就労訓練

事業認定申請書（様式第二号）に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、当該

生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第

二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）においては、当該指定
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都市又は中核市の長。以下「管轄都道府県知事等」という。）に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する生活困窮者就労訓練事業認定申請書（様式第二号）及び厚生労働省社

会・援護局長が定める書類の提出は、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の法第四条第

一項に規定する市等（法第二十五条に規定する指定都市及び中核市を除く。次項において

同じ。）の長を経由してすることもできる。 

３ 前項の場合において、市等の長は、速やかに受け取った生活困窮者就労訓練事業認定申

請書（様式第二号）及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類を当該生活困窮者就労訓

練事業の経営地の都道府県知事に送付しなければならない。 

（平三〇厚労令一一七・一部改正） 

（法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準） 

第二十一条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項につ

いて、当該各号に定めるとおりとする。 

一 生活困窮者就労訓練事業を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 

イ 法人格を有すること。 

ロ 生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有

すること。 

ハ 生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れる

こと。 

ニ 生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講

じること。 

ホ 次のいずれにも該当しない者であること。 

（１） 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、

罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から起算して五年を経過しない者 

（２） 法第十六条第三項の規定により同条第一項の認定の取消しを受け、当該取消

しの日から起算して五年を経過しない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）

第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経

過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配

する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使

用するおそれのある者 
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（４） 破壊活動防止法（昭和二十七年法律第二百四十号）第四条第一項に規定する

暴力主義的破壊活動を行った者 

（５） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百

二十二号）第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連

特殊営業に該当する事業を行う者 

（６） 会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第十七条の規定に基づく更生手

続開始の申立てが行われている者又は民事再生法（平成十一年法律第二百二十五

号）第二十一条第一項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者 

（７） 破産者で復権を得ない者 

（８） 役員のうちに（１）から（７）までのいずれかに該当する者がある者 

（９） （１）から（８）までに掲げる者のほか、その行った生活困窮者就労訓練事

業（過去五年以内に行ったものに限る。）に関して不適切な行為をしたことがある

又は関係法令の規定に反した等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせる

ことが不適切であると認められる者 

二 就労等の支援 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を

提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。 

イ ロに掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援

に関する措置に係る責任者を配置すること。 

ロ 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措

置として、次に掲げるものを行うこと。 

（１） 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関す

る計画を策定すること。 

（２） 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必

要な相談、指導及び助言を行うこと。 

（３） 生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を行うこと。 

（４） （１）から（３）までに掲げるもののほか、生活困窮者就労訓練事業を利用

する生活困窮者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること。 

三 安全衛生 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者（労働基準法（昭和二十二

年法律第四十九号）第九条に規定する労働者を除く。）の安全衛生その他の作業条件に

ついて、労働基準法及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）の規定に準ず

る取扱いをすること。 
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四 災害補償 生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害（労働基準法第九条に規定する

労働者に係るものを除く。）が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。 

（平三〇厚労令一一七・一部改正） 

（認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出） 

第二十二条 法第十六条第三項の認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者

就労訓練事業に関し、第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項について変更があっ

た場合には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更を

しようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならな

い。 

一 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代

表者の氏名 

二 認定生活困窮者就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の

氏名 

三 認定生活困窮者就労訓練事業の利用定員の数 

四 認定生活困窮者就労訓練事業の内容 

五 前条第二号イの責任者の氏名 

（平三〇厚労令一一七・一部改正） 

（認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届） 

第二十三条 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業を行わ

なくなったときは、その旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。 

（法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法） 

第二十四条 法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による

提供とする。 

（平三〇厚労令一一七・一部改正） 

（身分を示す証明書の様式） 

第二十五条 法第二十一条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式

第三号のとおりとする。 

（平三〇厚労令一一七・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二十条並びに附則第
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二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備等） 

第二条 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、この省令の施行日（以下「施行

日」という。）前においても、生活困窮者就労訓練事業を行おうとする者の申請に基づき、

法第十条第一項の基準（以下「認定基準」という。）に相当する基準に適合していること

につき、同項の認定に相当する認定（以下「相当認定」という。）をすることができる。 

第三条 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が相当認定をしたときは、当該相当

認定は、法の施行日までの間に当該相当認定を受けた生活困窮者就労訓練事業が認定基準

に相当する基準に該当しなくなったときを除き、施行日以後は、当該都道府県知事又は指

定都市若しくは中核市の長が行った法第十条第一項の認定とみなす。 

第四条 削除 

（令五厚労令五七） 

（生活困窮者住居確保給付金に関する暫定措置） 

第五条 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有す

ることが新たに報告されたものに限る。次条において同じ。）に伴う経済情勢の変化に鑑

み、都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給について、申請日の属する月が令和

二年四月から令和三年三月までの場合にあっては、当該申請に係る第十二条第一項に規定

する支給期間を、三月ごとに十二月までの範囲内（同条第二項の規定により支給するとき

は、当該支給期間を合算して十二月を超えない範囲内）で延長することができる。 

２ 前項の規定により申請日の属する月から起算して第十月目の月から当該申請日の属す

る月から起算して第十二月目までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けよう

とする者の第十条第四号の規定の適用については、同号中「基準額に六を乗じて得た額（当

該額が百万円を超える場合は百万円とする。）」とあるのは、「基準額に三を乗じて得た

額（当該額が五十万円を超える場合は五十万円とする。）」とする。 

（令二厚労令二〇九・追加、令五厚労令五七・一部改正） 

第六条 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、第十六条

の規定にかかわらず、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が

終了した後に、令和三年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に生活困窮者住居確

保給付金の支給を申請したもの（生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇

（自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。）その他事業主の都合による離職により
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経済的に困窮した場合若しくは第十二条第二項に規定する場合に該当する者又はこの条

の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者を除く。）が、第十条各号のい

ずれにも該当する者であるときは、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給することがで

きる。 

（令三厚労令二二・追加、令三厚労令六二・令三厚労令一〇二・令三厚労令一六四・

令三厚労令一八六・令四厚労令六七・令四厚労令一〇三・令四厚労令一二二・令四

厚労令一四一・令四厚労令一六九・一部改正） 

附 則 （平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 

（経過措置） 

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（生活困窮者自立支援法

施行規則様式第三号を除く。次項において「旧様式」という。）により使用されている書

類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 

２ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

附 則 （平成三一年三月二九日厚生労働省令第四三号） 

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則 （令和元年五月七日厚生労働省令第一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」と

いう。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める

様式によるものとみなす。 

２ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 

附 則 （令和二年三月五日厚生労働省令第二二号） 

この省令は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則 （令和二年四月二〇日厚生労働省令第八六号） 

（施行期日） 



生活困窮者自立支援法施行規則 

13/16 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみな

す。 

２ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

附 則 （令和二年四月三〇日厚生労働省令第九四号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和二年五月二九日厚生労働省令第一一〇号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみな

す。 

２ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

附 則 （令和二年七月三日厚生労働省令第一三六号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活困窮者自立支援法

施行規則の規定は、令和二年七月一日から適用する。 

（経過措置） 

第二条 この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則の規定は、令和二年六月の

月分の生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中（三

月を上限とする。）の生活困窮者住居確保給付金についても適用する。 

附 則 （令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」
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という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみな

す。 

２ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

附 則 （令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇九号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみな

す。 

２ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

附 則 （令和三年二月一日厚生労働省令第二二号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和三年三月二九日厚生労働省令第六二号） 

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

附 則 （令和三年六月一一日厚生労働省令第一〇二号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則附則第七条の規定は、この

省令の施行の日の前日までに生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者についても、

当該申請に係る支給期間中（令和三年五月以前の期間を除く。）は、適用する。 

附 則 （令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六四号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和三年一一月三〇日厚生労働省令第一八六号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和四年三月三一日厚生労働省令第六七号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号） 
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この省令は、令和四年十月一日から施行する。 

附 則 （令和四年六月三〇日厚生労働省令第一〇三号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和四年八月三一日厚生労働省令第一二二号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和四年九月三〇日厚生労働省令第一四一号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和四年一二月二一日厚生労働省令第一六九号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和五年三月三一日厚生労働省令第五七号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 最後に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日が令和六年三月三十一日以

前である者であって、当該申請に係る支給が終了した後に解雇（自己の責めに帰すべき理

由によるものを除く。）その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した者につい

ては、当該申請に係る支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過するまでの間は、

この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則第十六条中「困窮した場合（生活

困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合

に限る。）」とあるのは「困窮した場合」と読み替えて、同条の規定を適用する。 

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号及び様式第二号

（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正

後の様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。 

２ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 
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様式〔略〕 

 



文京区住居確保給付金事業実施要領  

 

２７文福生第６４２号平成２７年４月１日福祉部長決定 

２０２０文福生第３８３号令和２年４月１７日福祉部長決定 

２０２３文福生第３５号令和５年４月２４日 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）に基

づく生活困窮者住居確保給付金（以下「住居確保給付金」という。）の支給に

関する事務の取扱手続について、生活困窮者自立支援法、生活困窮者自立支援

法施行令（平成２７年政令第４０号）、生活困窮者自立支援法施行規則（平成

２７年厚生労働省令第１６号）等に定めるもののほか、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（支給対象者） 

第２条 住居確保給付金の支給の対象となる者（以下「対象者」という。）は、

支給申請時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴  次に掲げるいずれかの事由に該当すること。 

ア 離職又は事業を行う個人が当該事業を廃止した日（以下「離職等の日」

という。）から２年（当該期間に、疾病、負傷、育児その他区長がやむを

得ないと認める事情により引き続き３０日以上求職活動を行うことがで

きなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができな

かった日数を２年に加算した期間（その期間が４年を超えるときは、４

年））を経過していない場合 

イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人

の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個

人の就労の状況が離職又は事業を行う個人が当該事業を廃止した場合と

同等程度の状況（以下「減収した状況の者」という。）にある場合 

⑵  次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める者であること。 

ア 前号アに掲げる場合 離職等の日においてその属する世帯の生計を主

として維持していた者（離職後に離婚等によりその属する世帯の生計を

主として維持している者を含む。） 

イ 前号イに掲げる場合 支給申請日の属する月においてその属する世帯

の生計を主として維持している者 

⑶  就労能力及び常用就職（雇用契約において、期間の定めがない労働契約

又は６か月以上の雇用期間が定められているものをいう。以下同じ。）の



意欲があり、飯田橋公共職業安定所（以下「公共職業安定所」という。）

又は職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第４条第１０項に規定する

職業紹介事業者であって区の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求

職申込み等を行い、又は現に行っている者であること。ただし、第１号イ

に該当する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増

加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると区長が認める

ときは、申請日の属する月から起算して３月間（支給期間の延長をする場

合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資する

と区が認めるときは６月間）に限り、当該取組を行うことをもって、求職

活動に代えることができる。 

⑷  第１号ア又はイに掲げる事由により住宅を喪失している者又は喪失す

るおそれのある（次号及び第６号に規定する場合に該当し、賃貸住宅等に

入居していることをいう。以下同じ。）者であること。 

⑸  支給申請日の属する月における収入（生計を一にする同居の親族の収入

がある場合にあっては、当該収入の合計額）が、世帯の人数に応じ、それ

ぞれ別表に定める合計額未満であること。 

⑹  預貯金（生計を一にする同居の親族の預貯金がある場合にあっては、当

該預貯金の合計額）が、次に掲げる世帯に応じ、それぞれ次に定める金額

であること。 

ア 単身世帯 ５０４，０００円以下 

イ ２人世帯 ７８０，０００円以下 

ウ ３人以上の世帯 １，０００，０００円以下 

⑺  就職安定資金融資、訓練･生活支援給付、就職活動困難者支援事業その他

の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け若しくは給付又は地

方自治体等が実施する類似の貸付け若しくは給付を、申請者及び申請者と

生計を一にする同居の親族が受けていないこと。 

⑻  申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

（支給金額） 

第３条 住居確保給付金の額は、別表で定める住宅扶助上限額を上限とする。 

（支給期間） 

第４条 住居確保給付金の支給期間は、３か月を限度とする。ただし、第１４条

第１項に規定する就職活動及び同条第２項に規定する応募又は面接を誠実に

継続するとともに、日常・社会生活支援（就労意欲及び就労能力があっても直

ちに就労に結び付きにくい者に対する、就労の際に必要な基本的な日常生活



習慣の改善支援、就労の際に役立つ基礎能力、基礎技能等の習得支援等をい

う。以下同じ。）生活保護受給者等就労自立促進事業を利用する場合は、３か

月を限度に支給期間を延長することができる。 

２ 前項の規定により支給期間を延長した者が、日常・社会生活支援又は生活保

護受給者等就労自立促進事業を継続利用している場合は、３か月を限度に支

給期間を再延長することができる。 

３ 区長は、住宅を喪失している対象者にあっては入居に際して初期費用とし

て支払を要する月分の賃料の翌月以後の月分の賃料について、住宅を喪失す

るおそれのある対象者にあっては次条第１項の規定による申請が行われた日

の属する月以後の月分の賃料について、住宅支援給付を支給する。 

 （支給申請） 

第５条 住居確保給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、住居確保給付金支給申請書（第１－１号様式）（以下「申請書」という。）

及び住居確保給付金申請時確認書（第１－１Ａ号様式）（以下「確認書」とい

う。）に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

⑴ 次に掲げる本人確認書類の写しのうちいずれか１つ 

ア 運転免許証 

イ 個人番号カード 

   ウ 住民基本台帳カード 

   エ 旅券 

   オ 身体障害者手帳その他の各種福祉手帳 

   カ 国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、

後期高齢者医療被保険者証又は共済組合員証 

   キ 住民票 

   ク 戸籍謄本等 

⑵ ２年以内（疾病、負傷、育児その他区長がやむを得ないと認める事情によ

り引き続き３０日以上求職活動を行うことができなかった場合は最長４

年）に離職又は廃業をしたこと又は申請日において減収した状況の者であ

ることが確認できる書類の写し。なお、離職又は廃業から２年以上経過して

いる場合は、疾病、負傷、育児その他区長やむを得ないと認める事情に該当

することの事実を証明することができる書類の写し 

⑶ 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者

について収入が確認できる書類の写し 

⑷ 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等

の写し 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請書に確認のための印を



押し、申請者に対し当該押印済みの申請書の写しを交付する。 

（求職申込み） 

第６条 申請者は、公共職業安定所又は職業紹介事業者であって区の委託を受

けて無料の職業紹介を行う者に求職申込み等を行い、求職受付票等の写し及

び別に定める書類を区長に提出しなければならない。 

 （入居住宅の確保） 

第７条 住宅を喪失している申請者は、不動産媒介業者等に第５条第２項の規

定により交付された申請書の写しを提示し、当該業者等を介して住居確保給

付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅（第３条に規定する支給上限額以

下の賃料のものに限る。）を確保しなければならない。 

２ 住宅を喪失している申請者は、入居を希望する住宅が確定した後、入居予定

住宅に関する状況通知書（第２－１号様式）を、不動産媒介業者等から必要事

項の記載を受けた上で、区長に提出する。 

 （入居住宅の貸主等との調整） 

第８条 住宅を喪失するおそれのある申請者は、入居住宅の貸主又は当該貸主

から委託を受けた事業者（以下「貸主等」という。）に第５条第２項の規定に

より交付された申請書の写しを提示した後、入居住宅に関する状況通知書（第

２－２号様式）（以下「通知書」という。）を、貸主等から必要事項の記載を

受けた上で、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写しを添えて区長に提出す

る。 

 （審査） 

第９条 区長は、前２条の規定により申請書又は通知書の提出があった場合は、

その内容を審査し、住居確保給付金の支給を決定したときは、住居確保給付金

支給対象者証明書（第３号様式）を交付する。 

２ 区長は、前項の規定による審査の結果、住居確保給付金の不支給を決定した

ときは、住居確保給付金不支給決定通知書（第４号様式）により申請者に通知

する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、区長は、住宅を喪失するおそれのある申請者に

対して、住居確保給付金支給対象者証明書の交付を省略することができる。 

（賃貸借契約の締結） 

第１０条 住宅を喪失している申請者は、入居予定住宅に関する状況通知書に

必要事項の記載を受けた不動産媒介業者等に対し、前条第１項の規定により

交付された住居確保給付金支給対象者証明書を提示した上で、入居 

 

 

 



を予定していた賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、当該賃貸住宅に入居した後７

日以内に、住居確保報告書（第５号様式）に当該賃貸住宅に係る賃貸借契約書

の写し及び新住所における住民票の写しを添えて区長に提出する。 

 （支給決定） 

第１１条 区長は、前条に規定する住居確保報告書の提出があったとき又は住

居を喪失するおそれのある申請者に対し住居確保給付金の支給を決定したと

きは、住居確保給付金支給決定通知書（第７－１号様式）により申請者に対し

通知する。 

 （支給方法） 

第１２条 区長は、前条に規定する住居確保給付金の支給決定を受けた申請者

（以下「支給決定者」という。）の同意を得て、支給決定者が居住し、又は居

住を予定している住居の貸主等の口座へ住居確保給付金を毎月振り込むもの

とする。クレジットカードを使用する方法により賃料を支払うこととなって

いる場合であって、区長が特に必要と認める場合にクレジットカードを使用

する方法に加え、家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が

当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法及び納付書により納付する

方法を例外として認める。 

 （実態確認） 

第１３条 区長は、必要に応じて支給決定者の住居を訪問し、居住の実態を確認

するものとする。 

 （支給決定者の責務） 

第１４条 支給決定者は、住居確保給付金の支給期間中において、常用就職に向

けた就職活動として、原則、毎月２回以上公共職業安定所へ出向いて職業相談

を受けるとともに、毎月４回以上住居確保・就労支援員等（以下「支援員等」

という。）による面接等の支援を受けなければならない。 

２ 支給決定者は、原則、週１回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接

を受けなければならない。 

３ 支給決定者は、常用就職したときは、速やかに常用就職届（第６号様式）に

より区長に届け出なければならない。 

４ 支給決定者は、前項の規定による届出を行った月以降、収入月額を確認する

ことができる書類を、区長に毎月提出するものとする。 

（支給額の変更） 

第１４条の２ 区長は、支給決定者が借主の責によらず転居せざるを得ない場

合において、当該支給決定者から住居確保給付金の支給額の変更に係る申請

があったときは、その支給額を変更することができる。 

２ 前項の申請は、住居確保給付金変更支給申請書（第１－３号様式）により



行うこととする。 

３ 区長は、第１項の規定により支給額を変更するときは、住居確保給付金変

更支給決定通知書（第７－３号様式）により当該支給決定者に通知する。 

  

（支給の中止） 

第１５条 区長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、住宅支援給付の支給を中止することができる。 

⑴ 前条第１項に規定する公共職業安定所での職業相談又は支援員等による

面接等の支援を受けることを怠ったとき。 

⑵ 常用就職後に前条第３項の規定による届出及び同条第４項の規定による

収入の報告を怠ったとき。 

２ 区長は、生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として区が選定した

にもかかわらず支給決定者が正当な理由なく事業への参加を拒む場合、日常・

社会生活支援を受けることを求められたにもかかわらず支給決定者が正当な

理由なく利用開始を拒む場合又は当該支援を受けている者が正当な理由なく

当該支援の継続を拒む場合は、原則として、区が当該事実を確認した月の翌月

の家賃相当分から住居確保給付金の支給を中止する。 

３ 区長は、公共職業安定所において職業訓練の実施等による特定求職者の就

職の支援に関する法律（平成２３年法律第４７号）に基づく求職者支援制度に

よる職業訓練の受講申込みが可能とされた住居確保給付金受給者が、区が同

制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なくその申込みを拒む場

合は、原則として、区が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住居確

保給付金の支給を中止する。 

４ 区長は、支給決定者が常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会

が増加したことにより別表に定める生活費に家賃額を加えた額を超える収入

月額を得た場合、その翌月以降の月分の住居確保給付金の支給を中止する。 

５ 区長は、住居確保給付金の支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住居から

退去した者については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当

分から支給を中止する。 

６ 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに住居確保給

付金の支給を中止する。 

 ⑴ 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったとき。 

 ⑵ 支給決定者が禁錮刑以上の刑に処されたとき。 

 ⑶ 支給決定者又は支給決定者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判

明したとき。 

７ 区長は、支給決定者が生活保護費を受給した場合は、福祉部生活福祉課と調



整の上、住居確保給付金の支給を中止する。 

８ 区長は、前各項のほか、支給決定者の死亡等支給する事ができない事情が生

じたときは、住居確保給付金の支給を中止する。 

９ 区長は、前各項の規定により住居確保給付金の支給を中止した場合は、住居

確保給付金支給中止通知書（第８号様式）により、対象者に通知するものとす

る。 

 （住居確保給付金の返還） 

第１６条 区長は、虚偽の申請等その他不正な手段により不適正に住居確保給

付金を受給した者があるときは、既に支給された住居確保給付金の全額又は

一部を返還させるものとする。 

（住居確保給付金の再支給） 

第１７条 区長は、住居確保給付金の支給を受けて常用就職した後、新たに解雇

（本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。）その他事業主の都合に

よる離職又は第２条第１号イの理由により経済的に困窮した場合（住居確保

給付金の支給が終了した月の翌月から起算して１年を経過している場合に限

る。）において、第２条各号に規定する支給対象者の要件のいずれにも該当す

ることとなった者（住宅手当又は住居確保給付金受給中に、第１５条第１項か

ら第３項まで及び第６項の規定により支給が中止された者並びに同条第５項

の規定により支給が中止となった者で正当な理由なく住居から退去したもの

を除く。）について、住居確保給付金を再支給することができる。 

２ 第３条から第１４条までの規定は、前項の場合において準用する。（支給期

間を延長する際の取扱い） 

第１８条 支給決定者は、第４条第１項又は第２項の規定による支給期間の延

長または再延長を希望する場合は、支給期間の最終の月の末日まで（支給期間

の最終の月が年度の最終の月に当たる場合は、翌年度の最初の月の初日まで）

に住居確保給付金支給申請書（期間（再）延長）（第１－２号様式）を区長に

提出し、申請するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する申請があった場合において、第２条第５号に規定す

る場合に該当し、かつ、第４条第１項又は第２項に規定する場合に該当すると

きは、住居確保給付金支給決定通知書（期間（再）延長）（第７－２号様式）

により当該申請者に通知するものとする。  

（暴力団員等と関係を有していた場合の取扱い） 

第１９条 本給付の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有

する不動産媒介業者等であることが確認された場合にあっては、区長は、当該

業者等への給付の振込みを中止する。 

（委任） 



第２０条 この要領の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

 

 

   付 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

この要領は、令和２年４月２０日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１７条第１項に規定する新たに解雇（本人の責に帰すべき重大

な理由による解雇を除く。）その他事業主の都合による離職により経済的に困

窮した場合、最後に住居確保給付金の支給を申請した日が令和６年３月３１

日以前である者については、当該支給が終了した月の翌月から起算して 1 年

を経過するまでの間は、支給終了後１年の間は再支給を行わない取扱いの例

外とする。 

 

 

別表（第２条、第３条、第１５条関係） 

世帯人数 生活費 住宅扶助上限額 合計額 

１人 ８４，０００円 ５３，７００円 １３７，７００円 

２人 １３０，０００円 ６４，０００円 １９４，０００円 

３人 １７２，０００円 

６９，８００円 

２４１，８００円 

４人 ２１４，０００円 ２８３，８００円 

５人 ２５５，０００円 ３２４，８００円 

６人 ２９７，０００円 ７５，０００円 ３７２，０００円 

７人 ３３４，０００円 

８３，８００円 

４１７，８００円 

８人 ３７０，０００円 ４５３，８００円 

９人 ４０７，０００円 ４９０，８００円 

１０人 ４４３，０００円 ５２６，８００円 

 


